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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 67,965 73,275 78,913 80,942 87,765

経常利益 (百万円) 4,279 3,245 1,803 2,040 1,964

当期純利益 (百万円) 2,008 1,940 796 1,136 876

純資産額 (百万円) 28,505 28,776 29,779 37,967 36,330

総資産額 (百万円) 94,885 110,207 119,742 114,544 113,579

１株当たり純資産額 (円) 458.59 500.72 518.75 622.27 593.67

１株当たり当期純利益 (円) 31.29 31.10 12.46 19.55 14.77

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 24.60 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 30.0 26.1 24.9 32.2 30.7

自己資本利益率 (％) 7.34 6.77 2.72 3.41 2.44

株価収益率 (倍) 8.79 12.06 37.00 17.70 19.09

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 9,228 6,512 11,435 5,882 1,932

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,636 △11,695 △10,317 △8,328 △5,998

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △7,782 4,985 895 68 4,008

現金及び現金同等物の
期末残高

(百万円) 5,138 4,961 7,009 4,632 4,919

従業員数 (名) 1,339 1,329 1,362 1,335 1,372

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、平成17年３月期、平成18年３月期、平成19年３月期及び平成

20年３月期は潜在株式が存在しないため記載していない。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針

第８号)を適用している。

４　平成19年３月期から、改正後の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年１月31日　企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会　最終改正平成18年１月31日　企業会計基準適用指針第４号）を適用している。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 42,145 42,777 46,617 50,192 54,441

経常利益 (百万円) 2,842 1,935 809 1,542 1,219

当期純利益 (百万円) 1,334 1,379 510 1,031 633

資本金 (百万円) 3,291 3,291 3,291 3,291 3,291

発行済株式総数 (株) 61,995,59061,995,59061,995,59061,995,59061,995,590

純資産額 (百万円) 19,233 18,990 19,790 26,955 24,812

総資産額 (百万円) 75,819 88,021 98,201 91,305 88,881

１株当たり純資産額 (円) 310.15 331.23 345.70 454.28 422.09

１株当たり配当額
(円)

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
(内１株当たり
中間配当額)

(―) (―) (2.50) (2.50) (2.50)

１株当たり当期純利益 (円) 21.50 22.98 8.92 17.76 10.68

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) 17.02 ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 25.4 21.6 20.2 29.5 27.9

自己資本利益率 (％) 7.28 7.22 2.63 4.42 2.45

株価収益率 (倍) 12.79 16.32 51.68 19.48 26.40

配当性向 (％) 23.3 21.8 56.1 28.2 46.8

従業員数 (名) 708 692 679 660 651

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、平成17年３月期、平成18年３月期、平成19年３月期及び平成

20年３月期は潜在株式が存在しないため記載していない。

３　純資産額の算定にあたり、平成19年３月期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準適用指針

第８号)を適用している。

４　平成19年３月期から、改正後の「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年１月31日　企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会　最終改正平成18年１月31日　企業会計基準適用指針第４号）を適用している。
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２ 【沿革】

　
明治42年10月 広島市材木町に資本金1,500千円をもって広島瓦斯株式会社を設立

　　43年10月 尾道瓦斯株式会社と合併

大正２年12月 呉瓦斯株式会社と合併

　　６年８月 広島電気軌道株式会社と合併し、商号を広島瓦斯電軌株式会社に変更

　　10年６月 阿賀工場操業開始

昭和17年４月 電鉄部門を広島電鉄株式会社として分離、商号を広島瓦斯株式会社に変更

　　24年６月 広島証券取引所に上場

　　33年11月 海田工場操業開始

　　35年７月 広島瓦斯燃料株式会社(昭和34年７月設立)を吸収合併し、プロパン部門を広島瓦斯株式

会社直営兼業方式に切り換え

　　37年１月 中国プロパン瓦斯株式会社(昭和29年９月設立)を吸収合併

　　44年３月 プロパン部門を広島ガスプロパン株式会社として分離(現・連結子会社)

　　45年３月 広島瓦斯株式会社から広島ガス株式会社に商号変更

　　45年４月 ガス工事、住宅設備等の施工を事業目的として株式会社広ガス開発(現行商号広島ガス

開発株式会社)設立(現・連結子会社)

　　47年４月 需要家の消費機器保安調査等を事業目的として広島ガスサービス株式会社設立(現・連

結子会社)

　　50年４月 集金・検針業務を事業目的として広島ガス集金株式会社(現行商号広島ガスメイト株式

会社)設立

　　50年５月 ガス器具販売部門を広島ガス器具販売株式会社(現行商号広島ガスリビング株式会社)

として分離(現・連結子会社)

　　57年４月 尾道新工場操業開始

平成７年６月 天然ガス転換開始

　　８年３月 廿日市工場(ＬＮＧ受入基地)操業開始、インドネシアよりＬＮＧの導入を開始

　　９年４月 お客さま戸数40万戸突破

　　10年６月 機械装置及びエネルギー関連設備の設計・施工等を事業目的として広島ガステクノ株

式会社設立(現・連結子会社)

　　11年４月 備後工場操業開始

　　11年10月 広島ガス集金株式会社と広島ガス興産株式会社(昭和53年４月設立)が合併し、商号を広

島ガスメイト株式会社に変更(現・連結子会社)

　　12年３月 広島証券取引所が東京証券取引所に合併されたことに伴い、東京証券取引所市場第二部

に上場

　　12年10月 情報流通事業を目的として株式会社ラネットを設立(現・連結子会社)

　　13年５月 海田工場操業停止

　　13年６月 高齢者向けサービス事業を目的として株式会社ビー・スマイルを設立(現・連結子会

社)

　　13年12月 阿賀製造所操業停止

　　14年４月 尾道工場操業停止

天然ガス転換完了

　　15年５月 福山瓦斯株式会社と共同で瀬戸内パイプライン株式会社を設立(現・連結子会社)

　　15年12月 連結子会社であった広島ガス不動産株式会社(昭和45年４月設立)を吸収合併

　　17年２月 Ｌ Ｎ Ｇ 船 の 所 有 を 事 業 目 的 と し て 株 式 会 社 商 船 三 井 と 共 同 で

MAPLE LNG TRANSPORT INC.を設立

ＬＮＧ船の運航管理を事業目的としてHG LNG Shipping Corporation Limitedを設立

(現・非連結子会社)

　　18年４月 サハリン・エナジー・インベストメント社とＬＮＧ売買契約調印(サハリンⅡプロジェ

クト)

　　18年10月 東広島製造所操業開始
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３ 【事業の内容】

当社グループ(当社、子会社32社及び関連会社15社により構成)においては、ガス、工事・器具、ＬＰＧ、そ

の他の４つの事業を主として行っている。各事業における当社及び関係会社の位置付け等は次のとおりで

ある。

なお、次の４つの事業は「第５　経理の状況　１ (1) 連結財務諸表　注記事項」に掲げる事業の種類別セ

グメント情報の区分と同一である。

〔ガス事業〕 ：　広島ガス㈱は、広島県内の広島市、廿日市市、呉市、尾道市、三原市を主な供給

エリアとして、都市ガスの製造・供給及び販売を行っている。また、他ガス事業

者等への卸供給を行っており、瀬戸内パイプライン㈱へ託送供給を委託してい

る。

　広島ガスプロパン㈱は、広島市を中心とした広島ガス㈱の供給区域外の団地

において、ＬＰＧを原料とした簡易ガス事業を行っている。

〔工事・器具事業〕 ：　広島ガス㈱は、ガス機器の販売及びこれに関するガス設備工事の施工を行っ

ている。

　ガス機器の販売については、広島ガスリビング㈱から主にガス機器を仕入れ、

広島ガス西部ショップ㈱等ガスショップ12店舗に販売している。

　広島ガス西部ショップ㈱等ガスショップ12店舗は、お客さまにガス機器を販

売している。

　ガス設備工事については、広島ガス西部ショップ㈱等ガスショップ12店舗等

を通じて工事を受け付け、お客さま負担の内管工事の施工を行っている。工事

の施工については、広島ガス開発㈱が行っている。

　また、広島ガスプロパン㈱及び広島ガス佐伯宮島販売㈱等31社は、ＬＰＧ機器

の販売並びにＬＰＧ配管工事の施工を行っている。

[上記掲載以外の主な関係会社]

㈱ガスショップ尾道、広島ガス呉ショップ㈱

〔ＬＰＧ事業〕 ：　ガス事業における都市ガス及び簡易ガスの未供給区域においては、広島ガス

佐伯宮島販売㈱等がＬＰＧの販売を行っている。

　なお、広島ガスプロパン㈱は、購入したＬＰＧを広島ガス㈱の貯槽設備等を使

用して、広島ガス佐伯宮島販売㈱を始めとするＬＰＧ販売会社に卸売を行って

いる。

[上記掲載以外の主な関係会社]

広島ガスエナジー㈱、広島ガス東中国㈱、広島ガスエネルギー㈱

〔その他の事業〕 ：　広島ガス開発㈱は、管工事を中心とした建設工事を行っている。

　広島ガスサービス㈱は、広島ガス㈱から委託を受け、保安点検業務を行ってい

る。

　広島ガスリビング㈱は、住宅関連機器等の販売を行っている。

　広島ガスメイト㈱は、広島ガス㈱から委託を受け、検針業務を行っている。ま

た、主に広島ガス㈱に対して労働者派遣業務を行っている。

　広島ガステクノ㈱は、機械器具設置工事及び産業廃棄物再資源化事業を行っ

ている。

　広島ガス西部ショップ㈱等ガスショップ12店舗は、広島ガス㈱から委託を受

け、お客さまサービス業務を行っている。

　広島ガスプロパン㈱は、㈱ファミリーガス広島へＬＰＧの充填業務を委託し、

広島ガスプロパン工業㈱が、これを行っている。さらに、広島ガスプロパン工業

㈱は、広島ガスプロパン㈱から委託を受け、容器の再検査業務等を行っている。
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事業の系統図は次のとおりである。

　
　

　

(注)　連結子会社である広島ガス佐伯宮島販売㈱及び広島ガス西部販売㈱は、平成20年１月１日付で合併し、広島ガス西

中国㈱となっており、平成20年３月31日時点では連結子会社の数は17社となっている。
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４ 【関係会社の状況】

　

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合(％)

関係内容

(連結子会社)

広島ガスプロパン㈱(注)５ 広島市南区 300ＬＰＧ事業 100.00

事務所等の賃貸、貯槽設備の賃貸、
業務受託
役員の兼任等　兼任４人、
出向４人、転籍４人

広島ガス開発㈱(注)５ 広島市南区 84その他の事業
100.00
(34.05)

設備工事の発注、器具の仕入、土地
の賃借、事務所の賃貸、
業務受託
役員の兼任等　兼任４人、
転籍２人

広島ガスサービス㈱ 広島市南区 20その他の事業
100.00
(68.75)

保安業務の委託、事務所の賃貸、業
務受託
役員の兼任等　兼任３人、
出向１人、転籍１人

広島ガスリビング㈱ 広島市中区 20
工事・
器具事業

100.00
(60.00)

器具の仕入、事務所の賃貸、業務受
託
役員の兼任等　兼任４人、
出向２人

広島ガスメイト㈱ 広島市南区 20その他の事業 100.00

検針業務の委託、派遣労働者の受
入、事務所の賃貸、業務受託
役員の兼任等　兼任３人、
出向１人、転籍２人

広島ガステクノ㈱
広島県
安芸郡海田町

80その他の事業
100.00
(50.00)

設備工事の発注、事務所の賃貸
役員の兼任等　兼任３人、
出向３人、転籍１人

広島ガス佐伯宮島販売㈱(注)６
広島県
廿日市市

40ＬＰＧ事業
90.00
(83.75)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任４人、
転籍１人

広島ガスエナジー㈱ 鳥取県米子市 36ＬＰＧ事業
58.33
(2.08)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任４人

広島ガスプロパン工業㈱
広島県
安芸郡海田町

24その他の事業
100.00
(93.75)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの充填、容器の再検査業務
の受託
役員の兼任等　兼任５人、
出向１人、転籍１人

広島ガス西部ショップ㈱ 広島市佐伯区 22
工事・
器具事業

72.72
(22.27)

都市ガス工事の設計・見積、お客
さまへのサービス及び保安に関す
る業務委託、器具の販売、事務所の
賃貸
役員の兼任等　兼任３人

広島ガス東中国㈱ 広島県福山市 50ＬＰＧ事業
65.77
(29.43)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任４人

広島ガスエネルギー㈱
広島県
安芸郡海田町

20ＬＰＧ事業
100.00
(100.00)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任３人、
出向１人

広島ガス可部販売㈱
広島市
安佐北区

12ＬＰＧ事業
58.33
(58.33)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任３人

広島ガス西部販売㈱(注)６ 広島市佐伯区 20ＬＰＧ事業
62.50
(42.50)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任７人

広島ガス西条販売㈱
広島県
東広島市

15ＬＰＧ事業
51.66
(35.00)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任４人

瀬戸内パイプライン㈱ 広島市南区 150ガス事業  67.00

天然ガス託送供給の委託、業務受
託、資金の貸付、債務保証
役員の兼任等　兼任３人、
出向１人

㈱ラネット
広島市

安佐南区
30その他の事業

100.00
(25.00)

事務所等の賃貸、業務受託
役員の兼任等　兼任２人、
出向２人

㈱ビー・スマイル 広島市南区 50その他の事業 70.00
土地の賃貸、業務受託
役員の兼任等　兼任２人、
出向１人

(持分法適用関連会社)

広島ガス北部販売㈱ 広島市東区 25ＬＰＧ事業
50.00
(20.00)

広島ガスプロパン㈱からの液化石
油ガスの購入
役員の兼任等　兼任５人

その他３社 ― ― ― ― ―
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(注) １　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載している。

２　特定子会社に該当する会社はない。

３　有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はない。

４　議決権の所有割合欄の(内書)は間接所有割合である。

５　広島ガスプロパン㈱及び広島ガス開発㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上

高に占める割合が10％を超えている。

主要な損益情報等

広島ガスプロパン㈱ 広島ガス開発㈱

①売上高 12,964百万円 ①売上高 15,287百万円

②経常利益 239百万円 ②経常利益 185百万円

③当期純利益 143百万円 ③当期純利益 143百万円

④純資産額 5,449百万円 ④純資産額 1,311百万円

⑤総資産額 8,056百万円 ⑤総資産額 7,448百万円

６　連結子会社である広島ガス佐伯宮島販売㈱及び広島ガス西部販売㈱は、平成20年１月１日付で合併し、広島ガ

ス西中国㈱となっている。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ガス事業 585

工事・器具事業 71

ＬＰＧ事業 207

その他の事業 337

全社 172

合計 1,372

(注)　従業員数は就業人員である。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

651 40.6 18.5 5,725

(注) １　従業員数は就業人員である。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループ(当社及び連結子会社)には、広島ガスグループ協議会(広島ガス労働組合(出向社員を含

む)、広島ガス開発労働組合、広島ガスサービス労働組合)が組織されており、全国ガス労働組合連合会に

所属している。グループ内の組合員数は649人でユニオンショップ制である。

なお、労使関係について特に記載すべき事項はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当連結会計年度における日本経済は、企業収益の改善や設備投資の増加を背景として緩やかに回復し

たが、米国経済の減速や円高の急激な進行等により、景気の下振れリスクが高まるなど、先行きが不透明

な状況で推移した。 

　エネルギー業界においては、原油価格が史上最高値を更新するなど、原料費の高騰が継続する一方、平成

19年４月に実施されたガスの小売自由化対象範囲の拡大等の規制緩和の進展により、エネルギー事業者

間の競争は激化の一途をたどっている。 

　このような情勢のもと、当社グループ(当社、連結子会社及び持分法適用会社)は、総合エネルギー供給事

業に経営資源を集中するとともに、徹底した経営効率化を推進するなど、収益性の向上及び事業基盤の強

化に懸命な努力を重ねてきた。 

　当連結会計年度の売上高は、ガス事業及びＬＰＧ事業の売上高増加等により、前連結会計年度に比べ

6,823百万円増加(＋8.4％)の87,765百万円となった。 

　利益については、原材料費及び減価償却費の増加等により、営業利益が前連結会計年度に比べ156百万円

減少(△9.1％)の1,565百万円、経常利益は前連結会計年度に比べ75百万円減少(△3.7％)の1,964百万円

となった。当期純利益は前連結会計年度に比べ259百万円減少(△22.8％)の876百万円となった。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。

① ガス事業

ガス事業は、都市ガス事業と簡易ガス事業によって構成されているが、都市ガス事業がその大半を占

めている。

都市ガス事業におけるお客さま戸数は、前連結会計年度末に比べ892戸減少(△0.2％)の427,438戸と

なった。 

　都市ガス販売量は、前連結会計年度に比べ48百万ｍ
3
増加(＋10.7％)の501百万ｍ

3
となった。 

　都市ガス販売量のうち、家庭用については、春先から秋にかけて気温及び水温が高めに推移したこと

等により、2百万ｍ
3
減少(△2.1％)の107百万ｍ

3
となった。　　　　　　　　　　　　　　　

　一方、業務用(商業用・公用及び医療用・工業用)については、大口を中心とした既存のお客さまの販

売量増加により、23百万ｍ
3
増加(＋7.0％)の363百万ｍ

3
となった。 

　また、前連結会計年度より開始した、他ガス事業者等への卸供給等については、31百万ｍ
3
となった。 

　以上の結果、売上高は、ガス販売量の増加及び原料費調整制度に基づく料金単価調整等により、前連結

会計年度に比べ4,439百万円増加(＋9.8％)の49,785百万円となった。 

　費用については、原材料費及び減価償却費の増加等により、5,010百万円増加(＋12.1％)の46,484百万

円となり、営業利益は570百万円減少(△14.7％)の3,300百万円となった。

　

② 工事・器具事業

工事・器具事業は、新たに２社連結したことなどにより、売上高は前連結会計年度に比べ121百万円

増加(＋1.8％)の6,903百万円となった。費用については、215百万円増加(＋3.3％)の6,816百万円とな

り、営業利益は94百万円減少(△52.1％)の87百万円となった。
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③ ＬＰＧ事業

ＬＰＧ事業は、原料高騰に伴う販売単価上昇及び新たに２社連結したことなどにより、売上高は前連

結会計年度に比べ1,779百万円増加(＋17.7％)の11,814百万円となった。費用については、1,618百万円

増加(＋17.4％)の10,905百万円となり、営業利益は160百万円増加(＋21.5％)の909百万円となった。

　

④ その他の事業

その他の事業は、建設工事の増加等により、売上高は前連結会計年度に比べ549百万円増加(＋2.6％)

の22,054百万円となった。費用については、118百万円増加(＋0.6％)の21,006百万円となり、営業利益

は430百万円増加(＋69.8％)の1,048百万円となった。

　

事業の種類別セグメントの売上高及び構成比

　

事業の種類別
セグメントの名称

当連結会計年度
前年同期比
(％)

金額(百万円) 構成比(％)

ガス事業 49,785 55.0 ＋9.8

工事・器具事業 6,903 7.6 ＋1.8

ＬＰＧ事業 11,814 13.0 ＋17.7

その他の事業 22,054 24.4 ＋2.6

計 90,558 100.0 ＋8.2

消去又は全社 (2,792) ― ＋2.4

連結 87,765 ― ＋8.4

(注) １　ガス量は本書面ではすべて、１立方メートル当たり46.04655メガジュール換算量で表している。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ287

百万円増加(＋6.2％)の4,919百万円となった。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動における資金収支は、前連結会計年度に比べ3,949百万円減少の1,932百万円となった。これ

は、主にたな卸資産の増加額が前連結会計年度に比べ増加したことによるものである。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動における資金収支は、前連結会計年度に比べ2,330百万円増加の△5,998百万円となった。これ

は、主に有形固定資産の取得による支出が減少したことによるものである。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動における資金収支は、前連結会計年度に比べ3,939百万円増加の4,008百万円となった。これ

は、主にコマーシャル・ペーパーの純増加額が前連結会計年度に比べ増加したことによるものである。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社グループ(当社及び連結子会社)連結決算においては、「ガス事業」が当社グループ業績におけるウ

エイトが高く、当該事業が当社グループの生産、受注及び販売活動の中心となっている。

以下は、「ガス事業」について記載している。

(1) 生産実績

「ガス事業」における主要製品であるガスの生産実績は次のとおりである。

(都市ガス事業)

　

区分 当連結会計年度(千ｍ
3
) 前年同期比(％)

ガス 518,374 ＋10.4

　

(簡易ガス事業)

　

区分 当連結会計年度(ｔ) 前年同期比(％)

ガス 5,162 △2.4

　

(2) 受注実績

「ガス事業」については、事業の性格上受注生産は行っていない。

　

(3) 販売実績

当社は広島県内の広島市、廿日市市、呉市、尾道市、三原市を主な供給エリアとして都市ガス事業を行

い、導管を通じ直接お客さまに販売している。また、他ガス事業者等への卸供給等を行っている。

　連結子会社である広島ガスプロパン㈱は、広島市を中心とした団地において、ＬＰＧを原料として簡易

ガス事業を行っている。

①　ガス販売実績

ガス販売実績は次のとおりである。

(都市ガス事業)

　

区分
当連結会計年度

数量(千ｍ
3
) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

ガス販売量

家庭用 107,391 △2.1 23,767 △0.5

業務用 363,259 ＋7.0 23,350 ＋15.4

卸供給等 31,102 ＋725.5 1,625 ＋749.2

計 501,753 ＋10.7 48,743 ＋10.0

月平均調定件数(件) 387,355 △0.6

調定件数１件当たり

月平均販売量(ｍ
3
)

101.2 ＋5.4

(注) １　業務用は、工業用、商業用、医療用、公用等の総括である。

２　上記の金額には、消費税等は含まれていない。
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(簡易ガス事業)

　

区分

当連結会計年度

数量(ｔ) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

ガス販売量 5,162 △2.4 1,030 △0.9

月平均調定件数(件) 14,717 △2.4

調定件数１件当たり
月平均販売量(kg)

29.2 0.0

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

②　地区別ガス普及状況

平成20年３月末の地区別ガス普及状況は次のとおりである。

(都市ガス事業)

　

地区 供給区域内世帯数(世帯) お客さま戸数(件) 普及率(％)

広島 444,063 354,417 79.8

可部 3,218 1,367 42.5

呉 68,543 49,983 72.9

熊野 6,032 2,776 46.0

尾道 47,784 18,895 39.5

計 569,640 427,438 75.0

(注) １　お客さま戸数とはガスメーター取付数をいう。なお、供給区域外取付メーター数を含んでいる。

２　供給区域内世帯数は供給区域の住民基本台帳による一般世帯数である。

　

(簡易ガス事業)

　

地区 許可地点数(地点) お客さま戸数(件) 充足率(％)

広島 22,497 15,699 69.8

(注) １　お客さま戸数とはガスメーター取付数をいう。

２　許可地点数とは、事業許可がおりた供給可能地点数である。
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(4) ガス料金

(都市ガス事業)

供給約款料金に対しては、下記の料金表が適用される。なお、供給約款料金以外に、一定の条件を満た

すお客さまが選択できる選択約款料金及び大口需要家向けの料金がある。

下記区分によるａ基本料金及びｂ従量料金の合計とし、各月の使用量に応じてＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄのい

ずれかの料金表が適用される。

ａ 　基本料金

基本料金は、１か月につき次のとおりとする。

　

地区 料金表種別 １か月の使用量
基本料金(円)　(税込)

(ガスメーター１個につき)

46.04655メガジュール地区
(11,000キロカロリー)

Ａ ０ｍ
3
から10ｍ

3
まで 856.80

Ｂ 10ｍ
3
をこえ25ｍ

3
まで 911.40

Ｃ 25ｍ
3
をこえ100ｍ

3
まで 1,281.00

Ｄ 100ｍ
3
をこえる場合 1,533.00

100.4652メガジュール地区
(24,000キロカロリー)
(熊野・可部)

Ａ ０ｍ
3
から４ｍ

3
まで 856.80

Ｂ ４ｍ
3
をこえ11ｍ

3
まで 911.40

Ｃ 11ｍ
3
をこえ45ｍ

3
まで 1,281.00

Ｄ 45ｍ
3
をこえる場合 1,533.00

　

ｂ 　従量料金

従量料金は、使用量に次の単位料金を乗じて算定する。

　

地区 料金表種別 １か月の使用量
基準単位料金(円)　(税込)

(１ｍ
3
につき)

46.04655メガジュール地区
(11,000キロカロリー)

Ａ ０ｍ
3
から10ｍ

3
まで 208.25

Ｂ 10ｍ
3
をこえ25ｍ

3
まで 202.79

Ｃ 25ｍ
3
をこえ100ｍ

3
まで 188.01

Ｄ 100ｍ
3
をこえる場合 185.49

100.4652メガジュール地区
(24,000キロカロリー)
熊野地区

Ａ ０ｍ
3
から４ｍ

3
まで 408.05

Ｂ ４ｍ
3
をこえ11ｍ

3
まで 394.40

Ｃ 11ｍ
3
をこえ45ｍ

3
まで 360.80

Ｄ 45ｍ
3
をこえる場合 355.20

100.4652メガジュール地区
(24,000キロカロリー)
可部地区

Ａ ０ｍ
3
から４ｍ

3
まで 432.20

Ｂ ４ｍ
3
をこえ11ｍ

3
まで 418.55

Ｃ 11ｍ
3
をこえ45ｍ

3
まで 384.95

Ｄ 45ｍ
3
をこえる場合 379.35

(注) １　ガス料金の支払いが支払期限日(検針日の翌日から起算して30日目)を経過した後に支払われる場合には、その
経過日数に応じて１日当たり0.0274％の延滞利息が賦課される。

２　上記料金(税込)は、消費税等相当額を含む。
３　上記の料金は、為替レートや原油価格といった原料費の変動を四半期ごとに従量料金に反映させる原料費調整
制度を採用しており、原料費調整の必要が生じた場合には、上記従量料金単価(基準単位料金)に替えて調整単位
料金が適用される。

　　なお、平成19年４月から平成20年３月までの検針分の従量料金については、次のとおりの調整を行った調整単位
料金が適用されている。

　

料金適用期間(検針分)
１ｍ

3
あたり調整額(円)　(税込)

46.04655メガジュール地区
(11,000キロカロリー)

100.4652メガジュール地区
(24,000キロカロリー)

平成19年４月～平成19年６月 ＋0.00 ＋0.00
平成19年７月～平成19年９月 ＋0.00 ＋0.00
平成19年10月～平成19年12月 ＋5.64 ＋12.36
平成20年１月～平成20年３月 ＋10.14 ＋22.21
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３ 【対処すべき課題】

(1) 経営戦略について

当社グループ(当社及び連結子会社)を取り巻くエネルギー業界は、ここ数年高騰を続けている原油価

格が今後も高水準で推移することが想定される中、規制緩和並びにエネルギー関連技術の進展等により、

エネルギー事業者間の競争が一段と激しくなることが予想される。

　このような状況のもと、当社グループは、経営環境の変化に的確に対応し、企業価値の継続的な向上に努

めていく。

　家庭用市場においては、体感型ショールームの活用やイベント開催等を通じて、ガスの利便性や快適性

をＰＲするとともに、安全性や効率性を向上させたガス器具及び各種の料金プランを活用することによ

り、お客さま戸数及び１戸当たりのガス使用量の向上を図っていく。

　業務用・産業用市場においては、省コスト提案や機器メンテナンス等の付加価値のあるサービスを提供

するなど、きめ細かなサービスを展開していく。

　ガスの供給については、原料調達先の多様化・安定化の一環として、平成21年には、新たにサハリンから

の調達を計画している。また、経年ガス導管の効率的な入替えや、安全なガス消費機器への取替え促進活

動を行うことにより、安定的かつ安全な供給を確保していく。

　企業の社会的責任(ＣＳＲ)を果たすための取り組みについては、グループ全体にコンプライアンス意識

を徹底することにより、内部統制を強化し、公正かつ透明な事業運営を推進するとともに、地域活動や環

境活動にも積極的に参画していく。

　このような事業展開を通じて、当社グループは、地域のエネルギー事業者として、株主の皆さま、お客さ

ま、地域社会の皆さまから信頼され、選択され続ける企業グループを目指し、全力を挙げて取り組んでい

く。

　

(2) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は、平成19年６月26日開催の第153回定時株主総会において、有効期間を平成22年３月期の事業年

度に関する定時株主総会終結時までとする「買収防衛策(停止条件付ライツ・プラン)」の導入を決議し

た。その概要は、以下のとおりである。

Ⅰ. 株主の在り方に関する基本方針

当社は、株主に関する基本的在り方として、株主は市場での自由な取引によって決まるべきものであ

り、当社株式に対する公開買付についても、公開買付の実施、また同公開買付に応じるか否かの決定は、

原則として株主の皆さまの自由な判断によるべきものと考えている。

　他方で、当社の事業は、都市ガス等の安定的かつ安全な供給を実現するため、極めて公共性の高い社会

的責任を有しており、お客さまによる当社製品及びサービスの利用を獲得維持するためには、当社に対

する信頼が不可欠となる。当社は、地域の皆さまからの信頼を得るために、長期的なガス需要を見越し、

安定的かつ安全なガス供給を可能とする製造設備を備えるとともに、技術革新、機器開発、従業員の教

育・訓練等に多大の投資を行っている。

また、当社事業の公共性等を考慮すると、長期的視点での事業計画が必要であり、短期的利益を追い

求めるような経営は許されないと考える。特に都市ガスの安定的かつ安全な供給を目的とする当社の

事業を継続するためには、人的・物的資源の維持、発展が不可欠であり、原料供給者、お客さま、従業員

等のステークホルダーに対する配慮がない限り、当社の企業価値は損なわれることになる。

そこで、当社は、当社の経営に対して重大な影響を与えることとなる、株券等の保有割合を20％以上

とすることを目的とした当社株券等の買収行為が行われようとする場合には、株主の皆さまに対する

十分な情報提供を確保し、株主の皆さまの利益及び当社グループ事業の公共性を踏まえ、買収行為の目

的、内容を事前に検証する手続を定め、併せて買収者と取締役会とが交渉を行う機会を設け、当社の企

業価値をより向上させる事業計画を提案する機会を設けることが適切であると考える。

当社は、買収者が当社の定める手続を遵守しない場合、並びに、当該買収行為が明らかに当社の株主

全体の利益に反し、または当社の事業目的である都市ガス等の安定的かつ安全な供給を妨げるもので

ある場合には、買収者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切でないと判断し、

後掲の措置をとることとする。
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Ⅱ. 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、「株主の在り方に関する基本方針」に示した当社の事業の特性と高い公益性を前提としつ

つ、企業の効率性を高め、企業価値の向上に努め、株主の皆さまへの利益の還元を実現すべく、以下の施

策を実行していく。 

　数度にわたるガス事業法の改正により、規制緩和による新規参入への道が開かれ、電気事業法等の改

正もあって、エネルギー間での熾烈な競争が続いている。2005年２月の京都議定書の発効以降、環境保

護への認識は一層高まり、クリーンエネルギーとして、また石油代替燃料として、天然ガスへの関心は

更に高まっている。こうした中、当社は、地域と共に発展してきた公益事業者としての原点に立ち返り、

広島ガスグループの企業価値を継続的に向上させるための基盤づくり、新たなグループ経営体制の構

築への取り組み方針を掲げた３ヵ年計画「創生２００５」の改訂を行った。原油価格の高騰継続とい

う環境のなかでも、利益を確保できる経営基盤を確立し、その結果生み出された経営成果を株主の皆さ

まへ利益還元していく所存である。 

　当該計画の最終年度である2007年度における具体的な取り組み及び株主の皆さまへの利益還元方針

は下記のとおりである。 

2007年度の具体的な取り組み

(1) エネルギー市場でのシェアを維持・向上する

①　経営基盤を支える家庭用需要の防衛・増大策を展開するため、広島ガスグループ全社員がお客さ

まとの接点機会を通じて、信頼関係の強化に向け地道な活動を実施する。

②　業務用・産業用分野では、天然ガスの環境優位性、省エネ・省コスト性を十分に活かした付加価

値を提案し、天然ガスの普及促進に努める。

③　国のエネルギー政策の柱の一つである天然ガス普及拡大のため、また、お客さまへの安定供給確

保のため、インフラ整備(製造設備の増強・導管敷設)を計画的に進める。

(2) 更なる経営効率化を推進し、収益性を高める

①　今後もお客さまに都市ガス等を選択していただくために、競合エネルギーに対抗できる経営体力

を構築し、グループを挙げての経営効率化により、コスト削減を達成する。

②　経営効率化の成果を株主価値の増大、お客さまへの還元、従業員への配分に振り向ける。

(3) お客さま・地域社会の皆さまの信頼にお応えする

①　常に視点をお客さまの側に置き、お客さまの声を聞き、迅速にサービスへ反映させる。

②　保安の確保、安定供給のための設備の効果的な形成と効率的な運用を図り、公益事業者としてお

客さまに「安定・安全・安心」を実感いただけるサービスを提供する。

③　燃料電池等、天然ガスの利用技術の蓄積を行い、地域での天然ガス普及に貢献する。

株主の皆さまへの利益還元方針

従来、当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営上の重要な政策と位置付け、安定配当の継続を基

本方針としてきた。今後も経営効率化や積極的な営業活動による成果を、将来を見据えた設備投資や

研究開発、財務状態や利益水準等を総合的に勘案しつつ、株主の皆さまに還元していく所存である。

　

Ⅲ. ライツ・プランの内容

上記Ⅰで示した基本方針に照らして不適切な者によって買収行為が行われた場合、当社は以下に説

明する買収防衛策(以下、「本ライツ・プラン」という)を実施する。

(1) 本ライツ・プランの概要

本ライツ・プランは、単独または複数で株券等の保有割合を20％以上とすることを目的とした当

社株券等の買収行為もしくは結果として単独または複数で株券等の保有割合が20％以上となるよう

な当社株券等の買収行為を行い、またはこれらの提案(以下、総称して「買収行為」という)を行おう

とする者(以下、「買収者」という)に対して適用される。

本ライツ・プランは、当社のガス事業の安全性及び安定性を確保し、当社の企業価値及び株主共同

の利益を確保、向上させるために、買収行為に先立ち、買収者及び当社取締役会に対して、買収行為に

関する必要かつ十分な情報提供を求めるとともに、当社の社外取締役及び中立公正な委員によって

構成される独立委員会がこれらの買収行為に関する情報を評価、検討し、あるいは買収者と当社取締

役会との協議、代替案等の検討をするために必要な期間を確保することを目的とする。
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買収者は、本ライツ・プランに定める遵守事項及び独立委員会の要請に従い、買収行為に関する必

要かつ十分な情報提供を行い、かつ独立委員会による合理的な協議検討のための期間が確保された

場合には、当該期間経過後に買収行為を開始することができる。

これに対し、当社取締役会は、買収者が本ライツ・プランに定める遵守事項または独立委員会の要

請に違反し、または、買収者による買収行為が当社のガス事業の安全性もしくは安定性を明らかに害

し、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損すると認められる場合には、当該買収行為への対抗措

置を講ずることができるものとする。

　本ライツ・プランでは、当該買収行為への対抗措置として、当該買収者等による権利行使を認めな

い旨の行使条件を付した新株予約権(以下、「本新株予約権」という)を新株予約権無償割当ての方

法により、全株主に割り当てる(以下、「本ライツ・プランの発動」という)。

なお、本ライツ・プランの発動または不発動の判断については、買収者が必要情報を提供せずに買

収行為を開始する場合を除き、当社取締役会の恣意的判断を排除するために、独立委員会の判断を経

なければならないものとする。

(2) 本ライツ・プランの発動・不発動または廃止に関する手続き

①　買収者による買収行為等に関する情報提供

買収者は、買収行為に先立ち、当社に対して、以下に定める情報、資料及び書面(以下、総称して

「必要情報等」という)を提供しなければならない。独立委員会は、当初提出された情報のみでは

不十分であると判断した場合には、必要情報を追加的に提供するよう求めることができる。

(ア) 買収者及びそのグループの名称、本店所在地、資本構成、財務内容

(イ) 買収の目的、方法及び内容(買収対価の種類及び価額、買収の時期等)

(ウ) 買収の対価の算定根拠

(エ) 買収資金の調達方法

(オ) 買収後の当社グループの経営方針、資本政策、配当政策及び事業計画

(カ) 買収後における当社の従業員、取引先、顧客その他当社の利害関係者の処遇

(キ) 本ライツ・プランに定める買収手続きを遵守する旨の誓約書

(ク) 秘密保持誓約書

(ケ) その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報及び資料

②　当社取締役会による情報提供等

独立委員会は、買収者から必要かつ十分な必要書類の提出がなされた後、当社取締役会に対し

て、買収提案に対する意見、当社取締役会による経営方針、資本政策、配当政策及び事業計画、その

他独立委員会が合理的に必要と判断する情報その他の関連資料の提出を求めるものとする。独立

委員会は、当社取締役会による当該資料等の提供が不十分である等と判断した場合には、当社取締

役会に対して、追加情報の提供を求めることができる。

③　買収行為等の検討・評価及び交渉期間の確保

当社は、買収者及び当社取締役会が独立委員会に対して必要情報等の提供を完了した後、対価を

現金のみとする公開買付けによる当社株券等の全ての買付けの場合には60日間を、その他の大規

模買付行為の場合には90日間を、独立委員会における検討、評価、交渉、意見形成及び代替案立案の

ための期間(以下、「検討期間」という)として確保されるべきものと考える。

　独立委員会は、検討期間中、適宜必要に応じて外部専門家等の助言を得ながら、提供された必要情

報を十分に検討・評価し、独立委員会としての意見を慎重に取りまとめ、本ライツ・プランの発動

または不発動を当社取締役会に対して勧告する。なお、独立委員会は、必要に応じて、買収者及び当

社取締役会に対して協議を行うよう要請し、または当社の重要な取引先及び従業員に対して、買収

者及び当社取締役会が提示する事業計画等についての意見を求めることがある。さらに、独立委員

会は、必要に応じて、買収者または当社取締役会と協議を行い、買収者及び当社取締役会に対して、

提示した買収提案、事業計画等の変更または代替案の提示を求めることがある。

　独立委員会が、検討期間内に本ライツ・プランの発動または不発動の判断を行うに至らない場合

には、合理的な範囲で検討期間を延長することができる。
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④　本ライツ・プランの発動・不発動または廃止に関する判断手続及び判断基準

(ア) 独立委員会による勧告

(a) 買収者が本ライツ・プランに定める遵守事項を遵守した場合

買収者が独立委員会の要請に従って、買収行為に関する必要かつ十分な情報提供を行い、独立

委員会による協議検討のための期間が確保された場合には、独立委員会は、本ライツ・プランの

発動を勧告せず、上記検討期間経過後は、買収者は買収行為を開始することができる。ただし、買

収者が本ライツ・プランに定める遵守事項を遵守した場合であっても、買収提案の内容から、下

記(イ)(a)から(e)のいずれかの類型に該当し株主共同の利益または安全かつ安定的なガス供給

に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に推測される場合には、独立委員会は、当社取締役会に対

し、本ライツ・プランの発動を勧告する。

(b) 買収者が本ライツ・プランに定める遵守事項を遵守しなかった場合

独立委員会は、買収者から提出を受けた必要情報等を総合的に考慮した上で、以下のいずれか

に該当すると判断した場合には、当社取締役会に対して、本ライツ・プランの発動を勧告する。

(ⅰ) 買収者が、独立委員会の定める合理的期間内に、独立委員会の要請する必要情報の提供を行

わない場合

(ⅱ) 買収者が、独立委員会の要請する当社取締役会等との協議・交渉に応じない場合

(ⅲ) 買収者が、独立委員会の要請する買収提案、買収後の事業計画または代替案等の提示に応じ

ない場合

(ⅳ) その他、買収者が本ライツ・プランに定める遵守事項または独立委員会の要請を遵守しな

い場合

(c) 当社取締役会が本ライツ・プランに定める遵守事項を遵守しなかった場合

独立委員会は、以下のいずれかに該当すると判断した場合には、当社取締役会に対して、本ラ

イツ・プランの不発動を勧告する。

(ⅰ) 当社取締役会が、独立委員会の定める合理的期間内に、独立委員会の要請する資料等の提供

を行わない場合

(ⅱ) 当社取締役会が、独立委員会の要請する買収者等との協議・交渉に応じない場合

(ⅲ) 当社取締役会が、独立委員会の要請する事業計画または代替案等の提示に応じない場合

(イ) 取締役会決議

当社取締役会は、独立委員会による上記(ア)の勧告を最大限尊重し、本ライツ・プランの発動

または不発動の決議を行う(ただし、買収者が必要情報の提出をせずに買収行為を開始した場合

には、取締役会の判断で本ライツ・プランの発動を決議することがある)。当社取締役会は、独立

委員会から本ライツ・プランの発動の勧告を受けた場合であっても、買収者から提出を受けた

必要情報等を総合的に考慮し、買収者またはその買収提案が下記のいずれにも該当しないと判

断したときは、本ライツ・プランを発動しないものとする。また、当社取締役会は、独立委員会か

ら、本ライツ・プランの不発動の勧告を受けた場合には、本ライツ・プランを発動することはで

きないものとする。

(a) 買収の目的や買収後の経営方針等に鑑み、以下の行為によって当社の企業価値ひいては株主

共同の利益に対する明白な侵害をもたらすおそれのある場合

(ⅰ) 株式を買い占め、その株式について当社に対して高値で買取りを要求する行為

(ⅱ) 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等、当社の犠牲の下

に買収者等の利益を実現する経営を行うような行為

(ⅲ) 当社の資産を買収者等やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為

(ⅳ) 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関与していない資産等を処分させ、その

処分利益をもって、一時的な高配当をさせるか、もしくは一時的高配当による株価の急上昇

の機会をねらって高値で売り抜ける行為

(b) 強圧的な二段階買収(最初の買収で全株式の買付を勧誘することなく、二段階目の買収条件を

最初の買収よりも株主に不利に設定し、あるいは二段階目の買収条件を明確にしないで、公開買

付け等の株式買収を行うことをいう)等、当社株主に対し、その保有する株式の売却を事実上強

要するおそれのある場合
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(c) 買収価格その他の買収条件が当社の企業価値に照らし著しく不相当である場合

(d) 買収者が大規模ガス供給事業の経験または当該事業の公共性に関する理解が十分でなく、そ

れを補完するための第三者の支援、援助を受けないまま行われることが客観的に明らかである

場合

(e) 買収後の経営方針及び事業計画が不合理または妥当でないことが客観的に明らかである場合

(3) 本新株予約権の概要

新株予約権無償割当ての方法により割当てをする予定の本新株予約権の主な条件等は、以下のと

おりである。

①　割当対象株主

新株予約権無償割当てを決定する取締役会の決議(以下、「新株予約権無償割当て決議」とい

う)において当社取締役会が割当期日として定める日(以下、「割当期日」という)における最終の

株主名簿または実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、その保有株式１株につき１個

の割合で本新株予約権を無償で割り当てる。

②　新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的となる

株式の数は２株を上限とする。

③　新株予約権の行使に際して出資される財産及びその価額

新株予約権１個当たり２円を上限とする。

④　新株予約権の譲渡制限

新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要するものとする。

⑤　行使期間

新株予約権無償割当て決議において、当社取締役会が定める日を初日とし、１ヵ月を越えない範

囲で当社取締役会が定める期間とする。

⑥　行使条件

買収者及び当社が別に定める買収者と密接な関係を有する株主は、原則として本新株予約権を

行使することができない。

⑦　取得条件等

(ア) 当社は、新株予約権無償割当て決議において定める日(以下、「取得日」という)が到来したと

きに、新株予約権を取得することができるものとする。この場合、当社は、新株予約権の取得と引

き換えに、新株予約権１個につき、当社普通株式２株を上限として交付する。

(イ) 上記(ア)の他、当社は、新株予約権無償割当て決議において、新株予約権の取得に関する条件及

び手続き等を定めるものとする。

(4) 本ライツ・プランの発動の中止等

当社取締役会は、本ライツ・プランの発動を決議した場合であっても、以下の場合においては、独

立委員会の意見または勧告を尊重した上で、本新株予約権の割当期日までの間は新株予約権の発行

の中止を、本新株予約権の割当期日以降、行使期間開始日までの間は無償取得の方法による新株予約

権の消却を含む新たな措置を行うことを決定することができるものとする。

①　買収者から合理的かつ妥当な買収提案がなされたと自ら判断し、または独立委員会からかかる勧

告がなされた場合

②　当社取締役会が買収者との間で本ライツ・プランを発動しない旨の合意または本ライツ・プラ

ンの発動による対抗措置を中止する旨の合意に至った場合

③　買収者が買付行為の撤回をした場合、その他買付行為が存在しなくなった場合

④　本ライツ・プランの発動決定の前提となった事実関係に変動が生じ、買収者による買付行為が当

該発動の条件を満たさなくなった場合もしくは当該発動の条件を満たしていても、新株予約権を

発行または行使させることが相当でないと当社取締役会が判断するに至った場合

(5) 本ライツ・プランの有効期間、廃止

本ライツ・プランの有効期間は、平成22年３月期の事業年度に関する定時株主総会の終結の時ま

でとする。ただし、本ライツ・プランの有効期間中であっても、当社株主総会または当社取締役会に

おいて、本ライツ・プランを廃止する旨の決議を行った場合には、その時点で本ライツ・プランは廃

止されるものとする。
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Ⅳ. 本ライツ・プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社の会社

役員の地位の維持を目的とするものでないことについて

　当社取締役会は、本ライツ・プランは、以下の理由により上記Ⅰの基本方針に沿い、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものとはな

らないと考える。

(1) 株主の総体的意思を反映するものであること

当社の取締役は、その任期が１年であり、株主総会において取締役候補者を選任するか否かについ

て株主の皆さまの判断を経ることを通じて、本ライツ・プランに対する株主の皆さまの意思を確認

させていただくこととしている。また、本ライツ・プランは、その有効期間の満了前であっても、株主

総会において本ライツ・プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本ライツ・プランはその

時点で廃止されることになるので、本ライツ・プランの継続または廃止の判断が株主の皆さまに委

ねられているという意味において、株主の皆さまの意思が反映される仕組みになっている。

(2) 取締役会の恣意的判断の排除

当社は、本ライツ・プランの導入にあたり、取締役会の恣意的判断を排除し、当社の企業価値及び

株主の皆さまの共同利益を向上、確保するために、独立委員会を設置している。

　独立委員会の構成員(以下、「独立委員」という)は、厳格な基準の下で選任され、また独立委員を解

任するには当社取締役会において出席取締役の３分の２以上の賛成によらなければならないため、

当社取締役会の恣意的な判断を遮断する高度な独立性、公平性が確保されている。また、独立委員会

は、買収者が出現した場合、当社の費用負担において、必要に応じていつでも投資銀行、証券会社、公

認会計士、弁護士等の外部専門家の助言を受けることができるため、独立委員会の実質的な判断の独

立性、公平性及び客観性も担保されている。

　そして、当社取締役会は、本ライツ・プランの発動の決定に先立ち、独立委員会の勧告を経る必要が

あり、また独立委員会が本ライツ・プランの不発動の勧告をした場合であっても、当社取締役会はか

かる独立委員会の勧告を最大限尊重しなければならないため、これにより、当社取締役会による恣意

的判断が排除されることになる。

(3) 合理的な客観的要件の設定

当社取締役会は、上記Ⅲ(2)記載のとおり、合理的かつ客観的な要件が充足されなければ、本ライツ

・プランを発動させることができないため、当社取締役会の恣意的な判断に基づく本ライツ・プラ

ンの発動を防止するための措置が講じられているものといえる。

(4) 本ライツ・プランの導入、発動による株主・投資者の皆さまへの影響が不適切な者による会社の

支配を妨げるために必要最小限の範囲にとどまること

①　本ライツ・プラン導入時に株主・投資者の皆さまに与える影響

本ライツ・プランの導入時点においては、本新株予約権の発行自体は行われないため、株主の権

利・利益に直接具体的な影響が生じることはない。

②　本ライツ・プラン発動時に株主・投資者の皆さまに与える影響

本ライツ・プランでは、新株予約権無償割当ての方法により、割当期日における株主に対し、そ

の保有株式１株につき１個の割合で本新株予約権が割り当てられる。そして、当社が本新株予約権

の取得の手続きを取ることにより、買収者以外の株主の皆さまは、本新株予約権の行使価額相当の

金銭を払い込むことなく、当社による本新株予約権の取得の対価として当社の株式を受領するた

め、不利益は発生しない。ただし、割当期日において名義書換未了の株主の皆さま(証券保管振替機

構に対する預託を行っている株券の株主を除く)、及び当社が本新株予約権を取得する日までに、

一定の買収者でないこと等を誓約する当社所定の書式による書面を提出しない株主の皆さま(当

社がかかる誓約書の提出を求めた場合に限る)に関しては、他の株主の皆さまが当該新株予約権の

無償割当てを受け、本新株予約権と引き換えに当社株式を受領することに比して、結果的に、その

法的権利または経済的側面において不利益が発生する可能性がある。

なお、当社が、本ライツ・プランの発動の中止または割り当てた本新株予約権の無償取得を行う

場合には、１株当たりの株式の価値の希釈化は生じないため、当社株式の価値の希釈化が生じるこ

とを前提に当社株券等の売買を行った株主または投資者の皆さまは、株価の変動により不測の損

害を被る可能性がある。
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４ 【事業等のリスク】

当社グループ(当社及び連結子会社)の経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには

以下のようなものがある。なお、将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものである。

(1) ガス需要に対する気温・水温の変動

ガス事業の性質上、天候における気温・水温の変動は、ガスの需要に影響を及ぼす可能性がある。

(2) 業務用のお客さまの動向

当社のガス販売量は、業務用のお客さまの占める割合が高く、不況や産業構造の変化等により、ガスの

需要に影響を及ぼす可能性がある。

(3) 原料調達に対する原料価格の変動

原料価格への原油価格・為替相場等の影響については、原料費調整制度の適用により、ガス販売価格に

反映して相殺することが可能であるが、原油価格の高騰が続いた場合、又はガス販売価格への反映までの

タイムラグにより、業績に影響を及ぼす可能性がある。

(4) 原料調達支障による影響

ガスの原料であるＬＮＧは海外から輸入しているため、原料調達先の設備や操業等に関する事故等に

よって、業績に影響を受ける可能性がある。

(5) 資金調達に対する金利の変動

資金調達に対する金利の変動により、業績に影響を受ける可能性がある。ただし、有利子負債の大部分

は固定金利で調達していることから、金利変動による影響は限定的である。

(6) 自然災害・事故等による影響

地震等の自然災害や事故等により、当社グループ及びお客さま設備に被害が発生した場合、業績に影響

を受ける可能性がある。

(7) ガス消費機器・設備のトラブルによる影響

ガス消費機器・設備に重大なトラブルが発生した場合、業績に影響を受ける可能性がある。

(8) コンプライアンスについて

法令等に反する行為が発生した場合、対応に要する費用の支出や社会的信用力の低下等により業績に

影響を受ける可能性がある。

(9) 情報漏洩

お客さまの個人情報が外部へ漏洩した場合、対応に要する費用の支出や社会的信用力の低下等により、

業績に影響を受ける可能性がある。

(10) 規制緩和の進展に伴うエネルギー間競争の激化・制度変更について

①　競争激化

規制緩和による自由化範囲の拡大は、新たなビジネスチャンスである反面、競争によるお客さまの離

脱や販売価格低下のリスクも併存する。

②　制度変更

都市ガス事業及び簡易ガス事業は、ガス事業法上、合併・解散・事業の休廃止・事業又は設備の譲渡

及び譲受・ガス料金・その他の供給条件等について、経済産業大臣又は中国経済産業局長に対し届出

を行い、許認可を受けるものがある。

また、事業遂行について、ガス事業法その他の法令や制度等に従っているため、規制緩和によるそれ

ら法令・制度の変更が、対応コスト発生等の影響を及ぼす可能性がある。
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５ 【経営上の重要な契約等】

該当する事項はない。

　

６ 【研究開発活動】

当社グループ(当社及び連結子会社)における研究開発活動は、主に連結財務諸表を作成する当社がガス

事業について行っており、当連結会計年度における研究開発費の総額は130百万円である。

当社はガスの製造・供給技術及び新規のガス利用技術の調査・導入に関する研究開発に取り組んでい

る。これまでにもガス空調システム、天然ガス自動車、コージェネレーションシステム等の技術調査、導入・

試験研究を実施するとともに、(社)日本ガス協会、同業他社及びメーカーとの共同開発を通じ、地方のニー

ズに対応した幅広い活動を行ってきたが、技術研究体制のさらなる強化を目的とし平成13年度に技術研究

所を設立した。

技術研究所の主要取組みテーマは、平成21年から販売予定の家庭用燃料電池を筆頭に省エネ性、環境特性

等に優れた小型ガスコージェネレーションシステム及び家庭用・業務用・工業用ガス消費機器に係る調査

や試験研究を行う「ガス利用技術」、ガスの製造・供給設備に係るコストダウンや新工法の開発検討等を

行う「供給インフラ技術」、資源循環利用、温室効果ガス発生抑制等の「環境技術」の３分野を柱に進めて

いる。

応用的な研究開発を主体とし新技術の蓄積・開発を図るとともに、営業部門と連携し、生活環境に係るエ

ネルギー利用実態調査や新型機器を中心とした評価研究、ガス消費機器の効率的利用方法の検証、試験デー

タをベースとした家庭用コージェネレーションシステム等の導入効果シミュレーションソフトの開発及び

省エネ・低コスト型の業工用ガス機器開発等により、お客さまにより快適な暮らしをご提案するとともに、

クリーンエネルギー天然ガスの普及に取組んでいる。

　また、研究部門においては地域の産学官を中心とした連携は特に重要であり、共同研究及び各種研究会に

積極的に参画し、地域連携に努めている。天然ガスハイドレートの利用研究など新たな天然ガス供給方式に

関わる共同研究や、広島市教育委員会等と連携し派遣授業を行う理科実験プロジェクトなど、当社単独では

難しいテーマにも共同で参画する事により、活動分野も広まっている。

　さらには、地球温暖化対策の一環として、天然ガスを熱源としたエコ・リサイクル技術研究やバイオガス

専燃ロータリーエンジンコージェネレーションシステム開発、ガバナーからの動力回収等の研究開発を行

うとともに、(社)日本ガス協会を通じて将来の水素社会構築に備えた供給システムや水素の挙動特性等の

技術調査等にも取り組んでいる。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1) 経営成績の分析

当社グループの当連結会計年度の売上高は、ガス事業及びＬＰＧ事業の売上高増加等により、前連結会

計年度に比べ6,823百万円増加(＋8.4％)の87,765百万円となった。

　利益については、原材料費及び減価償却費の増加等により、営業利益が前連結会計年度に比べ156百万円

減少(△9.1％)の1,565百万円、経常利益は前連結会計年度に比べ75百万円減少(△3.7％)の1,964百万円

となった。当期純利益は前連結会計年度に比べ259百万円減少(△22.8％)の876百万円となった。

なお、事業別の売上高及び営業利益の概況については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要」に記載

している。

　

(2) 経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの中心であるガス事業の性質上、天候における気温・水温の変動は、ガスの需要に大きく

影響する。この気温・水温の影響については、デリバティブ商品等の活用により、その一部をヘッジして

いる。

また、為替や原油価格の変動は、原料価格に大きく影響する。この原料価格については、原油価格に関す

るスワップ等の活用により、そのリスクをヘッジしている。

デリバティブ取引については、実需に基づくリスクヘッジを目的としており、投機目的でのデリバティ

ブ取引は行っていない。また、当社グループでは、デリバティブ取引の市場価値について定期的な評価を

行い、市場リスクを継続的に監視している。これらのデリバティブについては、内部規程に定めた要件に

従い、信用力があると判断できる金融機関等とのみ取引を行うこととしており、取引先に係る信用リスク

は僅少であると考えている。

　

(3) 財政状態の分析

①　貸借対照表の分析

当社グループの当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ964百万円減少(△0.8％)の

113,579百万円となった。

　固定資産は、減価償却の進捗により有形固定資産が3,264百万円減少したこと等により、前連結会計年

度末に比べ5,622百万円減少(△6.7％)の77,937百万円となった。

　流動資産は、たな卸資産の増加等により、前連結会計年度末に比べ4,657百万円増加(＋15.0％)の

35,642百万円となった。

　当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ672百万円増加(＋0.9％)の77,249百万円と

なった。

　固定負債は、１年以内に償還予定の社債5,000百万円を流動負債に振り替えたこと等により、前連結会

計年度末に比べ4,747百万円減少(△9.8％)の43,455百万円となった。

　流動負債は、コマーシャル・ペーパーの増加等により、前連結会計年度末に比べ5,420百万円増加(＋

19.1％)の33,793百万円となった。

　当連結会計年度末の純資産合計は、その他有価証券評価差額金及び繰延ヘッジ損益の減少等により、

前連結会計年度末に比べ1,636百万円減少(△4.3％)の36,330百万円となった。 

　この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、30.7％となった。
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②　キャッシュ・フローの分析

当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが、たな卸資産の増加額が前連結会

計年度に比べ増加したこと等により、前連結会計年度に比べ3,949百万円減少の1,932百万円となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等により、前連

結会計年度に比べ2,330百万円増加の5,998百万円の支出となった。財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、コマーシャル・ペーパーの純増加額が前連結会計年度に比べ増加したこと等により、前連結会

計年度に比べ3,939百万円増加の4,008百万円となった。

　これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末と比べ287百万円増

加の4,919百万円となった。

　

当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりである。

　

前連結会計年度 当連結会計年度

自己資本比率(％) 32.2 30.7

時価ベースの自己資本比率(％) 18.0 14.6

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 8.6 28.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 6.8 2.2

(注) １　各指標はいずれも連結ベースの財務数値により、以下の方法で計算している。

　　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

２　株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算している。キャッシュ・フローは、連結

キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用している。有利子負債は連結貸借

対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としている。

　

(4) 経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループを取り巻くエネルギー業界は、原油価格が史上最高値を更新するなど、原料費の高騰が継

続する一方、平成19年４月に実施されたガスの小売自由化対象範囲の拡大等の規制緩和の進展により、エ

ネルギー事業者間の競争は激化の一途をたどっている。ガス事業においては、近年発生したガス消費機器

事故や導管ガス漏れ事故を受けた保安対策の強化等、取り巻く環境は大変厳しいものであるといえる。 

　当社グループは、こうした厳しい経営環境を踏まえ、平成20年度からの３ヶ年計画「平成20年度中期経

営計画」を策定した。今後も経営諸課題に対し、積極的に取り組んで行くことでグループの企業価値を向

上させ、お客さまに選択いただける会社を目指していく。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社グループ(当社及び連結子会社)では需要の拡大を基本戦略として、当連結会計年度はガス事業を中

心に全体で3,828百万円の設備投資(有形固定資産及び無形固定資産への投資)を行った。

製造設備においては、天然ガスの安定供給のために、前連結会計年度に引き続き東広島製造所の２期工事

等への投資を行った。

　供給設備においては、天然ガスの普及拡大のための営業開発工事、保安確保及び供給能力増強のための供

給改善工事等への投資を行った。その結果、前連結会計年度に比べ本支管は32km増加し、当連結会計年度末

延長数は3,978kmとなった。

　その結果、ガス事業における設備投資金額は3,386百万円であり、ガス事業以外の事業においては、記載す

べき重要な投資はない。　

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

平成20年３月31日現在

事業所名
(所在地)

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)土地

(面積千㎡)
建物 機械装置 導管

ガス
メーター

その他 合計

廿日市工場
(広島県
廿日市市他)

ガス事業
及び
その他の
事業

製造設備
及び
その他の
事業設備

1,881
(53)
<0>

888 2,740 ― ― 13,754
19,264

<0>
43

備後工場
(広島県三原市)

ガス事業 製造設備
637
(38)

179 478 ― ― 96 1,39214

東広島製造所
(広島県
東広島市)

ガス事業 製造設備
74
(6)

15 675 ― ― 61 827 6

広島地区
(広島市南区他)

ガス事業
供給設備
及び
業務設備

796
(43)
<0>

695
<0>

618 18,090 26 2,404
22,631

<0>
370

呉地区
(広島県呉市他)

ガス事業
供給設備
及び
業務設備

54
(8)
<0>

80
<18>

113 4,023 9 23
4,304
<18>

36

尾道地区
(広島県尾道市
他)

ガス事業
供給設備
及び
業務設備

302
(26)
<31>

103
<0>

303 2,837 5 23
3,575
<32>

27

本社地区
(広島市南区他)

ガス事業
及び全社

業務設備
907
(83)
<62>

976
<0>

76 ― ― 251
2,212
<62>

151

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、構築物、船舶、工具器具備品及び無形固定資産等であり、建設仮勘定を含んでい

ない。また、金額には消費税等は含まれていない。

２　連結会社以外への主な賃貸設備は<　>で内書している。

３　連結会社以外からの主な賃借設備は次のとおりである。
　

事業所名

(所在地)

事業の種類別

セグメントの名称
設備の内容

年間リース料

(百万円)

本社地区

(広島市南区)
全社

業務設備

ＯＡ機器等
111

廿日市工場

(広島県廿日市市)
ガス事業

製造設備

廿日市工場第２ＬＮＧ貯槽
461
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(2) 国内子会社

平成20年３月31日現在

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の
内容

帳簿価額(百万円) 従業
員数
(名)土地

(面積千㎡)
建物 機械装置 導管 その他 合計

広島ガスプ
ロパン㈱

物流センター
(広島県安芸郡
海田町)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

―
347
<18>

198 ― 164
710
<18>

48

福山支店
(広島県福山市)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

97
(5)

84 1 ― 24 206 4

岡山支店
(岡山県岡山市)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

73
(9)

91
<47>

7 ― 11
184
<47>

1

北部センター
(広島市
安佐南区)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

―
77
<21>

― ― 1
78
<21>

21

呉センター
(広島県呉市)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

―
107
<104>

31 ― 17
156
<104>

0

東広島センター
(広島県
東広島市)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

65
（8)

175
<12>

― ― 18
259
<12>

7

三次支店
(広島県三次市)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

80
(6)

70
<2>

8 ― 6
165
<2>

7

広島ガス開
発㈱

広島ガス開発㈱
(広島市南区)

その他の
事業

その他の
事業設備

318
(0)

2 1 ― 16 338 88

広島ガステ
クノ㈱

広島ガステクノ
㈱
(広島県安芸郡
海田町)

その他の
事業

その他の
事業設備

― 113 449 ― 3 565 15

瀬戸内パイ
プライン㈱

水島事業所
(岡山県倉敷市)

ガス事業
製造設備
及び
供給設備

― 59 6,304 ― 60 6,424 3

広島ガスエ
ナジー㈱

広島ガスエナ
ジー㈱
(鳥取県米子市)

ＬＰＧ事
業

その他の
事業設備

241
(12)

64 25 30 74 436 48

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は、構築物、工具器具備品及び無形固定資産等であり、建設仮勘定を含んでいない。

また、金額には消費税等は含まれていない。

２　連結会社以外への主な賃貸設備は<　　>で内書している。

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

当社グループ(当社及び連結子会社)の当連結会計年度末現在における設備の新設、除却等については、主

に当社がガス事業について計画しており、重要な設備の新設等の計画は次のとおりである。また、重要な設

備の除却等の計画はない。

当社における平成20年度の設備投資額は5,600百万円を計画しており、その資金については、自己資金

2,700百万円、借入金2,900百万円でまかなう予定である。

　

会社名
事業所名
(所在地)

事業の種
類別セグ
メントの
名称

設備の
内容

投資予定額(百万円)
資金調
達方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力

総額 既支払額

提出会社

広島地区他
(広島市
南区他)

ガス事業 営業開発投資 1,623 ―
自己資金及び
借入金

平成20年4月 平成21年3月 ―

広島地区他
(広島市
南区他)

ガス事業 供給改善投資 1,426 ―
自己資金及び
借入金

平成20年4月 平成21年3月 ―

廿日市工場
(広島県
廿日市市)

ガス事業
ＬＮＧ船所有権
の追加取得

2,000 ―
自己資金及び
借入金

平成21年2月 平成21年2月 ―

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれていない。

　

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

有価証券報告書

 25/101



第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 240,000,000

計 240,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年６月26日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 61,995,59061,995,590
東京証券取引所
(市場第二部)

―

計 61,995,59061,995,590― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当する事項はない。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当する事項はない。

　
　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成15年４月１日～
平成16年３月31日
(注)

1,268,63161,995,590 169 3,291 173 871

(注)　転換社債の株式転換による増加である。ただし、資本準備金増減額のうち３百万円は、平成15年12月１日付で広島

ガス不動産㈱を吸収合併したことによる増加である。
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(5) 【所有者別状況】

平成20年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)
単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

0 26 7 76 2 0 1,6171,728 ―

所有株式数
(単元)

0 17,937 389 26,013 12 0 17,26261,613382,590

所有株式数
の割合(％)

0.00 29.11 0.63 42.22 0.02 0.00 28.02 100 ―

(注)　自己株式2,583,206株は「個人その他」欄に2,583単元、「単元未満株式の状況」欄に206株含まれている。

　

(6) 【大株主の状況】

平成20年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

岩谷産業株式会社 大阪市中央区本町三丁目４番８号 7,607 12.27

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 3,855 6.21

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 2,991 4.82

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 2,970 4.79

株式会社広島銀行 広島市中区紙屋町一丁目３番８号 2,840 4.58

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 2,540 4.09

米　田　正　幸 広島市西区 1,952 3.14

広島電鉄株式会社 広島市中区東千田町二丁目９番29号 1,860 3.00

西部瓦斯株式会社 福岡市博多区千代一丁目17番１号 1,420 2.29

双日株式会社 東京都港区赤坂六丁目１番20号 1,350 2.17

計 ― 29,385 47.39

(注) １　株式会社広島銀行の所有株式数には、株式会社広島銀行が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株

式2,430千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合3.91％)を含んでいる(株主名簿上の名義は「日本マス

タートラスト信託銀行株式会社(退職給付信託口・広島銀行口)」であるが、当該株式は、信託約款の定めによ

り、株式会社広島銀行が議決権の指図権を留保している)。

２　上記のほか、当社所有の自己株式2,583千株(発行済株式総数に対する所有株式数の割合4.16％)がある。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】
平成20年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式 2,583,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 59,030,000 59,030 ―

単元未満株式 普通株式 382,590 ― 一単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 61,995,590― ―

総株主の議決権 ― 59,030 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式206株が含まれている。

　

② 【自己株式等】
平成20年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

(自己保有株式)
広島ガス株式会社

広島市南区皆実町
二丁目７番１号

2,583,000 0 2,583,000 4.16

計 ― 2,583,000 0 2,583,000 4.16

(注)　上記のほか、連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として認識している当社株式が626,000株ある。

　これは、平成19年８月20日付で実施した野村信託銀行株式会社(自社株投資会専用信託口)(以下「信託口」とい

う。)への自己株式750,000株の譲渡について、会計処理上、当社と信託口が一体のものであると認識し、信託口が所

有する当社株式を自己株式として計上していることによるものである。

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当する事項はない。
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２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155条第７号による普通株式の取得
　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

    該当する事項はない。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

　
会社法第155条第３号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成20年２月７日)での決議状況
(取得期間平成20年２月８日～平成20年３月31日)

1,000,000 250,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 653,000 156,067

残存決議株式の総数及び価額の総額 347,000 93,933

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 34.70 37.57

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 34.70 37.57

　

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

　
会社法第155条第７号による取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 23,497 7,777

当期間における取得自己株式 1,997 608

(注)　「当期間における取得自己株式」には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めていない。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

株式数(株)
処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式

750,000 252,000 ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他(単元未満株式の売渡請求) 3,206 1,096 ― ―

保有自己株式数 2,583,206― 2,585,203―

(注) １　当期間における「その他(単元未満株式の売渡請求)」には、平成20年６月１日から有価証券報告書提出日まで

の単元未満株式の売渡しによる株式数は含めていない。また、当期間における「保有自己株式数」には、平成20

年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式数は含めていない。

     ２　当事業年度における「引き受ける者の募集を行った取得自己株式」は、平成19年８月20日付で実施した野村信

託銀行株式会社(自社株投資会専用信託口)への自己株式の譲渡である。
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３ 【配当政策】

当社は、財務体質と経営基盤の強化を図りつつ、株主に対する利益還元を重要な政策と位置付け、安定配

当を継続してきた。今後とも徹底した経営効率化を進め積極的な営業活動を展開し、安定配当の継続を基本

方針とし、将来を見据えた設備投資や研究開発、財務状態や利益水準等を総合的に勘案することとしてい

る。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており、配当の決定機関は取

締役会である。

当事業年度の剰余金の配当については、当事業年度の業績、経営環境その他諸般の事情を勘案して、１株

当たり２円50銭とし、中間配当金(２円50銭)と合わせて５円とした。

内部留保資金については、製造・供給基盤の整備等の設備資金に充当する。

なお、当社は株主総会決議によらず取締役会決議により剰余金の配当を行う旨を定款に定めている。

　

(注)　基準日が当事業年度に属する剰余金の配当
　

決議
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成19年11月８日　取締役会 150 2.50

平成20年５月13日　取締役会 148 2.50

(注)　平成19年11月８日取締役会決議及び平成20年５月13日取締役会決議の配当金の総額には、野村信託銀行株式会

社(自社株投資会専用信託口)に対する配当金1百万円を含めている。

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第150期 第151期 第152期 第153期 第154期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) 300 425 559 469 360

最低(円) 242 273 376 340 229

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 349 332 320 300 250 282

最低(円) 319 296 281 229 230 244

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものである。
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５ 【役員の状況】

　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役
　
社長
執行役員

深　山　英　樹 昭和16年10月25日生

昭和39年３月 当社入社

(注)３ 41

平成４年４月 総合企画部専門部長

　　４年６月 取締役総合企画部長

　　７年６月 取締役総合管理本部副本部長兼総務

人事部長

　　11年６月 常務取締役総合管理本部長

　　12年６月 専務取締役総合管理本部長

　　13年６月 代表取締役社長

　　17年６月 広島ガスサービス㈱取締役会長(兼

任)(現)

　　17年６月 広島ガスリビング㈱取締役会長(兼

任)(現)

　　17年６月 広島ガスメイト㈱取締役会長(兼

任)(現)

　　19年６月 当社代表取締役社長執行役員(現)

　　19年６月 広島ガスプロパン㈱取締役会長(兼

任)(現)

代表取締役

副社長
執行役員

小　田　聖　義 昭和19年６月３日生

昭和38年３月 当社入社

(注)３ 22

　　63年６月 営業本部営業管理部長

平成11年６月 取締役総合管理本部副本部長兼総務

人事部長

　　14年６月 取締役退任

　　17年６月 取締役

　　18年４月 取締役副社長

　　18年６月 瀬戸内パイプライン㈱代表取締役社

長(兼任)(現)

　　19年６月 当社代表取締役副社長執行役員(現)

　　19年６月 広島ガス開発㈱代表取締役会長(兼

任)(現)

取締役

常務
執行役員

経営統括
本部長

茂　見　孝　雄 昭和20年１月19日生

昭和44年４月 日本開発銀行(現日本政策投資銀行)

入行

(注)３ 21

平成８年５月 同審議役

　　８年７月 当社入社　総合企画部理事

　　９年６月 取締役事業開発部長

　　12年６月 取締役総合企画部長

　　13年６月 常務取締役総合企画部長

　　14年６月 常務取締役経営企画部長

　　16年４月 常務取締役

　　18年４月 常務取締役経営統括本部長

　　19年６月 取締役常務執行役員経営統括本部長

(現)

取締役

常務
執行役員

武　田　英　夫 昭和23年７月27日生

昭和46年３月 当社入社

(注)３ 30

平成６年４月 天然ガス転換本部転換推進部長

　　11年６月 取締役天然ガス転換本部長

　　14年６月 取締役人事部長

　　16年４月 常務取締役経営企画部長

　　17年６月 常務取締役

　　19年６月 取締役常務執行役員(現)

取締役

常務
執行役員

導管事業
部長

山　本　敏　昭 昭和23年11月11日生

昭和49年３月 当社入社

(注)３ 16

平成10年４月 製造本部廿日市工場長

　　16年４月 執行役員廿日市工場長

　　17年６月 取締役導管事業部長

　　19年６月 取締役常務執行役員導管事業部長

(現)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有株式数
(千株)

取締役

常務
執行役員

エネルギー　
事業部長

中　丸　直　明 昭和25年７月27日生

昭和49年３月 当社入社

(注)３ 18

平成10年６月 秘書部長

　　16年４月 執行役員総務部長

　　17年６月 取締役総務部長

　　18年４月 取締役経営統括本部総務部長

　　19年６月 取締役常務執行役員エネルギー事業

部長(現)

取締役

執行役員

エネルギー
事業部
副事業部長

上　総　英　司 昭和25年12月23日生

昭和49年３月 当社入社

(注)３ 13

平成13年６月 営業本部都市エネルギー営業部長

　　16年４月 執行役員エネルギー事業部営業計画

部長

　　17年６月 取締役エネルギー事業部副事業部長

　　19年６月 取締役執行役員エネルギー事業部副

事業部長(現)

取締役

執行役員

経営統括
本部
経営企画
部長

佐　伯　正　夫 昭和27年１月４日生

昭和51年４月 当社入社

(注)３ 26

平成11年６月 秘書部長

　　16年４月 執行役員経理部長

　　18年４月 執行役員経営統括本部経営企画部長

　　19年６月 取締役執行役員経営統括本部経営企

画部長(現)

取締役 領　木　新一郎 昭和５年１月22日生

昭和29年４月 大阪瓦斯㈱入社

(注)３ ―

平成３年１月 同代表取締役社長

　　10年６月 同代表取締役会長

　　15年６月 同相談役(現)

　　17年６月 当社取締役(現)

取締役 大　田　哲　哉 昭和15年12月23日生

昭和38年３月 広島電鉄㈱入社

(注)３ ―
平成８年４月 同代表取締役社長(現)

　　15年６月 当社監査役

　　17年６月 当社取締役(現)

取締役 角　廣　　　勲　 昭和19年１月１日生

昭和42年４月 ㈱広島銀行入行

(注)３ ―平成18年６月 同代表取締役頭取(現)

　　19年６月 当社取締役(現)

取締役 山　下　　　隆 昭和18年11月20日生

昭和41年４月 中国電力㈱入社

(注)３ ―平成18年６月 同代表取締役社長(現)

　　19年６月 当社取締役(現)

常勤監査役 神　田　正　和 昭和23年２月29日生

昭和46年３月 当社入社

(注)４ 28

平成８年４月 秘書部長

　　10年６月 取締役総合管理本部副本部長兼経理

購買部長

　　12年６月 常勤監査役(現)

　　12年６月 広島ガス開発㈱監査役(兼任)(現)

　　12年６月 広島ガスサービス㈱監査役(兼

任)(現)

　　12年６月 広島ガスリビング㈱監査役(兼

任)(現)

　　12年６月 広島ガスメイト㈱監査役(兼任)(現)

　　12年６月 広島ガステクノ㈱監査役(兼任)(現)

常勤監査役 桂　　　秀　昭　 昭和28年12月２日生

昭和51年４月 当社入社

(注)４ 21

平成17年４月 秘書部長

　　19年６月 常勤監査役(現)

　　20年６月 瀬戸内パイプライン㈱監査役(兼

任)(現)

　　20年６月 ㈱ラネット監査役(兼任)(現)

　　20年６月 ㈱ビー・スマイル監査役(兼任)(現)

監査役 武　井　康　年 昭和26年４月２日生
昭和54年４月 弁護士登録(現)

(注)５ ―
平成17年６月 当社監査役(現)

監査役 小  川  弘  毅 昭和16年９月21日生

昭和39年３月 西部瓦斯㈱入社

(注)５ ―
平成15年６月 同代表取締役社長

　　20年４月 同代表取締役会長(現)

　　20年６月 当社監査役(現)

計 239
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(注) １　取締役　領木新一郎、大田哲哉、角廣　勲及び山下　隆は、会社法第２条第15号に定める社外取締役である。

２　監査役　武井康年及び小川弘毅は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。

３　取締役の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成21年３月期に係る定時株主総会終結の

時までである。

４　監査役　神田正和及び桂　秀昭の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係

る定時株主総会終結の時までである。

５　監査役　武井康年及び小川弘毅の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に

係る定時株主総会終結の時までである。

６　当社は、執行役員制度を導入している。執行役員(取締役兼務者は除く)は次のとおりである。

廿日市工場長兼工務グループマネジャー 堂　本　慎　一

原料部長 田　村　興　造

経営調査担当部長 小　寺　　　豊

経営統括本部総務部長兼総務部法務室長 中　村　　　治

経営統括本部経理部長 和  田　博　喜

７　当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠監査役を

１名選任している。補欠監査役の略歴は次のとおりである。
　

氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

片　木　晴　彦 昭和31年８月７日生

平成８年４月 広島大学法学部教授

(注) ―
　　12年４月 広島大学大学院社会科学研究科教授

　　16年４月 同法務研究科教授(現)

　　18年６月 当社補欠監査役(現)

　　(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までである。

　

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「お客さま、地域社会、株主の皆さまの信頼に応える行動を通じて、選択される企業を目指す」

という経営方針のもと、継続的な企業価値の向上を図るべく、経営の健全性・透明性の確保に向けた実効

性あるコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいる。

　

(2) 会社の機関の内容及び内部統制システムの状況

　①　内部統制制度の構築に関する基本方針

当社グループの事業は、都市ガス、簡易ガス及びＬＰＧのベストミックスによる安定的かつ安全なエネ

ルギー供給を含む適正なサービスの提供を使命とする極めて公共性の高い社会的責任を有しているもの

と考える。

　この社会的使命を遂行し、お客さま、株主、投資家、従業員等のすべてのステークホルダーの信頼に応え、

継続的な企業価値の向上を図るため、当社では、下記のような内部統制制度を構築している。

　取締役会は、取締役会及びその他の経営組織が内部統制において果たすべき役割と、現在構築されてい

る内部統制の内容を確認し、今後とも絶えざる見直しによって内部統制を含むコーポレート・ガバナン

スの充実に取り組むこととする。

　②　内部統制制度における各経営組織の役割

　 (ア) 取締役会

取締役会は、内部統制の内容を決定し、業務執行を行う取締役による内部統制の執行状況を監督す

る。内部統制の内容については、絶えざる見直しが必要であり、担当取締役、監査部及び監査役からの報

告を踏まえながら、取締役会は内部統制の内容改善を必要に応じて決定する。
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　 (イ) 代表取締役

取締役会によって決定された内部統制を遂行し、その機能を維持する責任は、代表取締役をはじめと

する業務執行を担当する取締役にある。　

　代表取締役は、監査部、監査役その他の取締役ないし執行役員の意見を聴取した上で、内部統制組織の

改善を取締役会に提案する。

　 (ウ) 監査役会

監査役会は、取締役会による内部統制の内容決定及び、代表取締役をはじめとする業務執行を担当す

る取締役による内部統制の維持・遂行を監査する。

　監査役会は、監査部及び会計監査人から内部統制の状況について報告を受け、改善が求められる内部

統制上の欠陥について代表取締役または取締役会に報告する。

　③　会社の経営組織の構造

　 (ア) 執行役員制度

執行の迅速化及び経営と執行との分離を図るため、平成16年４月より執行役員制度を導入している。

　 (イ) 取締役及び執行役員の任期

取締役及び執行役員の任期については、各事業年度の責任を明確にするため、１年としている。

　 (ウ) 取締役会の構成

取締役会は、意思決定過程の健全性、透明性を高めるため社外取締役４名を含む12名から構成されて

おり、業務執行を行う取締役及び執行役員で構成する経営会議で審議された事項の報告・説明を受け、

意思決定を行っている。

　 (エ) 監査役会の構成

監査役会は、監査の独立性を強化するため社外監査役２名を含む４名から構成されており、社長の直

轄部門である監査部及び会計監査人から定期的に報告を受け、必要に応じ協議を行い、業務執行の適法

性を監査している。

　④　リスク管理及び法令遵守のためのシステム

各種のリスクを管理し、使用人の職務執行の適法性を確保するため、以下のような体制を整備してい

る。

　 (ア) 自然災害等に対する対応

ガス供給の安定性・安全性を阻害するような大規模な自然災害等によるリスクに対しては、予め規

程化している「地震等防災対策要領」に従い、災害・事故発生時の緊急情報連絡体制・指揮命令体制

等を整備しており、定期的な想定訓練を実施し、被害拡大の最小化を図る。

　 (イ) 記録の管理

取締役会その他の取締役の職務の執行に係る情報については、議事録、稟議書及び契約書等を、その

保存媒体に応じ規程等に則り、十分な注意をもって保存・管理する。

　 (ウ) 情報システムのセキュリティ確保

情報漏洩等によるリスクに対しては、「情報セキュリティポリシー」に従って、情報セキュリティ委

員会を中心とした体制を構築し、個人情報の取り扱いに関する社内啓蒙活動をはじめ、情報漏洩事故の

発生防止に努めるとともに、発生時における情報開示等のあり方についても規程化し、機動的な対応を

図る。

　 (エ) コンプライアンス(法令遵守)体制

平成16年４月に「社員相談報告制度」を開設すると同時に、社長及び２名の社外弁護士からなる

「企業倫理委員会」を設置し、コンプライアンス施策の決定並びに制度の運用状況の把握と是正策に

ついて協議している。当社グループの社員は、企業倫理委員会の委員に相談・報告するためのアクセス

を直接することができる体制を整えている。

　なお、本制度発足に先立ち「広島ガスグループ社員行動指針」を作成し、全社員に小冊子化したもの

を配布し社員の意識の啓蒙に努めている。
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　 (オ) 財務報告の適正確保

経理規程その他の社内規程を整備し、会計基準その他関連諸法令の遵守を徹底するとともに、当社グ

ループを対象とする「財務報告に係る内部統制制度の方針」に基づき、体制の整備・改善に努めるこ

とにより、その適正を確保している。

　 (カ) 企業グループの業務の適正確保

主要な連結対象会社の役員を親会社の役員が兼務することにより、各社の取締役会を通じて職務の

執行状況を直接把握するとともに、定期的に開催されるグループ社長会からも主要な事項について報

告を受けている。またグループ各社に対し、監査役及び監査部による定期的な業務監査並びに会計監査

人による財務状況に関する監査を実施し、重要情報の報告を受け、これらの情報を通じて取締役会は、

当社グループの経営方針の審議・策定を行う。

　

(3) 内部監査、監査役監査及び会計監査の状況

内部監査部門として、社長直属の監査部(４名)を設置している。監査部は年間監査計画等に基づき、業

務活動が法令、内部規程等に則り適正かつ効率的に実施されているか監査し、その結果を社長及び監査役

に報告するとともに、社内組織に助言・勧告を行っている。

　また、監査役、会計監査人及び監査部は、監査方針及び監査報告等について定期的に会合を持ち、意見交

換等を行うことにより、相互の連携を高めている。

　会計監査人については、あずさ監査法人と監査契約を締結している。当社の会計監査業務を執行した公

認会計士は、濱田芳弘、小松原浩平及び宮本敬久であり、あずさ監査法人に所属している。なお、当社の会

計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他８名である。

　

(4) 社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役である大田哲哉は、広島電鉄㈱の代表取締役社長であり、当社は同社に圧縮天然ガスの販売

を行っている。また、社外取締役である角廣勲は、㈱広島銀行の代表取締役頭取であり、当社は同行との間

に定型的な銀行取引がある。加えて、社外取締役である山下隆は、中国電力㈱の代表取締役社長であり、当

社は同社と一部の取引(エネルギー供給等)につき競業関係にある。なお、その他の社外取締役１名及び社

外監査役２名と当社との間には、特別な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はない。

　また、当社は、社外取締役４名及び社外監査役２名との間において、会社法第423条第１項の賠償責任を

法令の定める限度まで限定する契約を締結している。　　

　

(5) 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めている。

　

(6) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有

する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めている。

　

(7) 剰余金の配当等の決定機関

当社は、機動的な配当の実施を可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事

項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会決議によらず取締役会決議により定めるこ

ととする旨を定款に定めている。
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(8) 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することがで

きる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を

定款に定めている。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑

な運営を行うことを目的とするものである。

　

(9) 役員報酬の内容

取締役に支払った報酬 131百万円(うち社外取締役　18百万円)

監査役に支払った報酬 33百万円(うち社外監査役　９百万円)

　

(10) 監査報酬の内容

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬 18百万円

上記以外の報酬 18百万円
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令

第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)

に準拠して作成している。

なお、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規則及

びガス事業会計規則に基づき、当連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後

の連結財務諸表規則及びガス事業会計規則に基づいて作成している。

　

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。

以下、「財務諸表等規則」という。)及び「ガス事業会計規則」(昭和29年通商産業省令第15号)に準拠し

て作成している。

なお、前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則及びガス

事業会計規則に基づき、当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は、改正後の財務諸表

等規則及びガス事業会計規則に基づいて作成している。

　

２　監査証明について

当社は、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)及び前事業年度(平成18年４月１

日から平成19年３月31日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)及び当事業年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)は金融

商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表及び財務諸表について、あずさ監査

法人により監査を受けている。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　固定資産

　(1) 有形固定資産 ※１

　　１　製造設備 23,358 21,905

　　２　供給設備 33,870 32,223

　　３　業務設備 3,736 3,569

　　４　その他の事業設備 7,175 7,232

　　５　建設仮勘定 599 545

　　　有形固定資産合計 68,74060.0 65,47657.6

　(2) 無形固定資産 2,8242.4 2,3362.1

　(3) 投資その他の資産

　　１　投資有価証券 ※２ 9,430 7,111

　　２　長期貸付金 45 37

　　３　繰延税金資産 1,136 1,497

　　４　その他の投資 ※３ 1,547 1,662

　　　　貸倒引当金 △165 △184

　　　投資その他の資産合計 11,99410.5 10,1238.9

　　　固定資産合計 83,55972.9 77,93768.6

Ⅱ　流動資産

　　１　現金及び預金 4,838 5,548

　　２　受取手形及び売掛金 ※４ 11,314 12,080

　　３　たな卸資産 4,328 7,071

　　４　デリバティブ債権 9,253 7,112

　　５　その他の流動資産 1,493 4,133

　　　　貸倒引当金 △243 △303

　　　流動資産合計 30,98427.1 35,64231.4

　　　資産合計 114,544100.0 113,579100.0
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　 前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　固定負債

　　１　社債 19,000 14,000

　　２　長期借入金 23,839 24,694

　　３　退職給付引当金 4,442 3,827

　　４　役員退職慰労引当金 ― 263

　　５　ガスホルダー修繕
　　　　引当金

437 424

　　６　保安対策引当金 121 75

　　７　その他の固定負債 362 169

　　　固定負債合計 48,20342.1 43,45538.3

Ⅱ　流動負債

　　１　１年以内に期限到来の
　　　　固定負債

5,788 7,367

　　２　支払手形及び買掛金 ※４ 11,049 11,261

　　３　短期借入金 30 2,040

　　４　未払法人税等 992 709

　　５　繰延税金負債 2,391 1,679

　　６　預り金 2,395 1,779

　　７　コマーシャル・
　　　　ペーパー

― 5,000

　　８　その他の流動負債 5,725 3,956

　　　流動負債合計 28,37324.8 33,79329.7

　　　負債合計 76,57666.9 77,24968.0

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　　１　資本金 3,291 3,291

　　２　資本剰余金 990 988

　　３　利益剰余金 25,068 25,635

　　４　自己株式 △821 △945

　　　株主資本合計 28,53024.9 28,97025.5

Ⅱ　評価・換算差額等

　　１　その他有価証券
　　　　評価差額金

2,500 1,482

　　２　繰延ヘッジ損益 5,891 4,447

　　　評価・換算差額等合計 8,3927.3 5,9295.2

Ⅲ　少数株主持分 1,0450.9 1,4311.3

　　　純資産合計 37,96733.1 36,33032.0

　　　負債純資産合計 114,544100.0 113,579100.0
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② 【連結損益計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 80,942100.0 87,765100.0

Ⅱ　売上原価 56,96670.4 63,45672.3

　　売上総利益 23,97629.6 24,30927.7

Ⅲ　供給販売費及び一般管理費

　１　供給販売費 ※1,2 17,442 17,996

　２　一般管理費 ※1,2 4,811 22,25327.5 4,747 22,74325.9

　　営業利益 1,7222.1 1,5651.8

Ⅳ　営業外収益

　１　受取利息 21 13

　２　受取配当金 93 112

　３　賃貸料 137 175

　４　持分法による投資利益 58 60

　５　熱量変更支援収入 547 577

　６　雑収入 389 1,2471.5 401 1,3401.5

Ⅴ　営業外費用

　１　支払利息 844 828

　２　雑支出 84 929 1.1 113 941 1.1

　　経常利益 2,0402.5 1,9642.2

Ⅵ　特別利益

　１　固定資産売却益 ※３ 98 2

　２　投資有価証券売却益 50 75

　３　関係会社株式売却益 35 ―

　４　未決算特別勘定取崩益 38 223 0.3 ― 77 0.1

Ⅶ　特別損失

　１　固定資産売却損 ※４ 1 ―

　２　減損損失 ※５ ― 13

　３　投資有価証券評価損 11 209

　４　役員退職慰労金 ※６ 110 ―

　５　役員退職慰労引当金引当額 ― 96

　６　固定資産圧縮損 ※７ 38 161 0.2 ― 319 0.3

　　税金等調整前当期純利益 2,1022.6 1,7232.0

　　法人税、住民税及び事業税 810 531

　　法人税等調整額 132 942 1.2 313 845 1.0

　　少数株主利益 23 0.0 0 0.0

　　当期純利益 1,1361.4 876 1.0
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 3,291 872 24,298 △1,465 26,997

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 (注) △143 △143

　剰余金の配当 △143 △143

　役員賞与 (注) △79 △79

　当期純利益 1,136 1,136

　自己株式の取得 △4 △4

　自己株式の処分 118 648 767

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― 118 770 643 1,532

平成19年３月31日残高(百万円) 3,291 990 25,068 △821 28,530

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 2,781 ― 2,781 1,012 30,791

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 (注) △143

　剰余金の配当 △143

　役員賞与 (注) △79

　当期純利益 1,136

　自己株式の取得 △4

　自己株式の処分 767

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

△280 5,891 5,610 32 5,643

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△280 5,891 5,610 32 7,175

平成19年３月31日残高(百万円) 2,500 5,891 8,392 1,045 37,967

(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 3,291 990 25,068 △821 28,530

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △296 △296

　当期純利益 876 876

　自己株式の取得 △163 △163

　自己株式の処分 △1 39 37

　その他 △13 △13

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

― △1 566 △124 439

平成20年３月31日残高(百万円) 3,291 988 25,635 △945 28,970

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 2,500 5,891 8,392 1,045 37,967

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △296

　当期純利益 876

　自己株式の取得 △163

　自己株式の処分 37

　その他 △13

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額(純額)

△1,018 △1,444 △2,462 386 △2,076

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△1,018 △1,444 △2,462 386 △1,636

平成20年３月31日残高(百万円) 1,482 4,447 5,929 1,431 36,330
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

　１　税金等調整前当期純利益 2,102 1,723

　２　減価償却費 7,051 7,780

　３　減損損失 ― 13

　４　退職給付引当金の減少額 △687 △614

　５　貸倒引当金の増減額(減少は△) △47 77

　６　保安対策引当金の増減額(減少は△) 121 △45

　７　受取利息及び受取配当金 △115 △126

　８　支払利息 844 828

　９　持分法による投資利益 △58 △60

　10　投資有価証券売却益 △50 △75

　11　関係会社株式売却益 △35 ―

　12　投資有価証券評価損 11 209

　13　売上債権の増減額(増加は△) 276 △633

　14　たな卸資産の増加額 △1,253 △2,658

　15　仕入債務の増加額 1,221 63

　16　未払消費税等の増減額(減少は△) 49 △33

　17　預り金の減少額 △2,645 △616

　18　その他 420 △2,354

　　　　小計 7,206 3,477

　19　利息及び配当金の受取額 136 127

　20　利息の支払額 △863 △824

　21　法人税等の支払額 △596 △848

　　　営業活動によるキャッシュ・フロー 5,882 1,932

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

　１　投資有価証券の取得による支出 △1,048 △54

　２　投資有価証券の売却による収入 67 93

　３　有形固定資産の取得による支出 △6,843 △5,568

　４　有形固定資産の売却による収入 559 21

　５　無形固定資産の取得による支出 △881 △107

　６　貸付けによる支出 △19 △3,007

　７　貸付金の回収による収入 19 3,014

　８　長期前払費用に関する支出 △314 △151

　９　その他 131 △239

　　　投資活動によるキャッシュ・フロー △8,328 △5,998

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

　１　短期借入金の純増加額 ― 2,010
　２　コマーシャル・ペーパーの純増減額
　　　(減少は△)

△3,000 5,000

　３　長期借入れによる収入 7,547 3,252

　４　長期借入金の返済による支出 △4,981 △2,819

　５　社債の償還による支出 ― △3,000

　６　自己株式の取得による支出 △4 △163

　７　自己株式の売却による収入 767 37

　８　配当金の支払額 △286 △296

　９　少数株主への配当金の支払額 △11 △12

　10　少数株主からの株式払込による収入 39 ―

　　　財務活動によるキャッシュ・フロー 68 4,008

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △2,377 △57

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 7,009 4,632
Ⅵ　新規連結に伴う現金及び現金同等物の
　　増加額

― 344

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 4,632 4,919
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

　

項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　　　17社

主要な連結子会社名は、「第１ 

企業の概況 ４ 関係会社の状況」に

記載している。

なお、前連結会計年度まで連結子

会社であった広島ガス岡山販売㈱及

び広島ガス備後㈱は、平成18年１月

１日付で合併し、広島ガス東中国㈱

となっている。

　また、広島ガス東中国㈱と広島ガス

府中芦品販売㈱は、平成19年１月１

日付で広島ガス東中国㈱を存続会社

として合併しており、平成19年３月

31日時点では連結子会社の数は16社

となっている。

(1) 連結子会社の数　　　　　18社

主要な連結子会社名は、「第１ 

企業の概況 ４ 関係会社の状況」に

記載している。

なお、連結子会社である広島ガス

東中国㈱と広島ガス府中芦品販売㈱

は、平成19年１月１日付で広島ガス

東中国㈱を存続会社として合併して

いる。

　また、持分法適用非連結子会社で

あった広島ガス西部販売㈱及び広島

ガス西条販売㈱については、重要性

が増加したため、当連結会計年度よ

り連結子会社に含めている。

　さらに、連結子会社である広島ガス

佐伯宮島販売㈱及び広島ガス西部販

売㈱は、平成20年１月１日付で合併

し、広島ガス西中国㈱となっており、

平成20年３月31日時点では連結子会

社の数は17社となっている。

(2) 主要な非連結子会社名

　　　広島ガス竹原販売㈱

　　　㈱ガスショップ尾道

(2) 主要な非連結子会社名

同左

　 (連結の範囲から除いた理由)

　　非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、総資産、売上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等のそれぞれの合計額

は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためである。

　 (連結の範囲から除いた理由)

同左

２　持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社及び関連会社に対する

投資については、下記のとおり、持分法

を適用している。

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

８社

　　主要な会社等の名称

　　　広島ガス竹原販売㈱

　　　㈱ガスショップ尾道

　非連結子会社及び関連会社に対する

投資については、下記のとおり、持分法

を適用している。

(1) 持分法を適用した非連結子会社数

６社

　　主要な会社等の名称

同左

(2) 持分法を適用した関連会社数

４社

　　主要な会社等の名称

　　　広島ガス北部販売㈱

　　　広島ガス東部㈱

(2) 持分法を適用した関連会社数

４社

　　主要な会社等の名称

同左

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称

　　㈲広島エルピージー配送センター

　　東部エルピージーセンター㈱

(3) 持分法を適用しない非連結子会社

及び関連会社のうち主要な会社等の

名称

　　　　　　 　同左

　　

　 (持分法を適用しない理由)

　　持分法非適用会社は、それぞれ当期

純損益及び利益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため、持分法の適用か

ら除外している。

　 (持分法を適用しない理由)

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりである。

(会社名) (決算日)

広島ガス可部販売㈱ 12月31日

広島ガスエナジー㈱ 12月31日

広島ガス東中国㈱ 12月31日

広島ガス佐伯宮島販売㈱ 12月31日

広島ガスエネルギー㈱ 12月31日

広島ガス府中芦品販売㈱ 12月31日

広島ガスプロパン工業㈱ ２月28日

　連結財務諸表の作成にあたっては、連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整

を行っている。

　なお、広島ガス東中国㈱と広島ガス府

中芦品販売㈱は、平成19年１月１日付

で広島ガス東中国㈱を存続会社として

合併している。

　連結子会社の決算日が連結決算日と

異なる会社は次のとおりである。

(会社名) (決算日)

広島ガス可部販売㈱ 12月31日

広島ガスエナジー㈱ 12月31日

広島ガス東中国㈱ 12月31日

広島ガス佐伯宮島販売㈱ 12月31日

広島ガスエネルギー㈱ 12月31日

広島ガス西部販売㈱ 12月31日

広島ガス西条販売㈱ 12月31日

広島ガスプロパン工業㈱ ２月29日

　連結財務諸表の作成にあたっては、連

結子会社の決算日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整

を行っている。

　なお、広島ガス佐伯宮島販売㈱と広島

ガス西部販売㈱は、平成20年１月１日

付で合併し、広島ガス西中国㈱となっ

ている。

４　会計処理基準に関する事

項

　連結子会社は連結財務諸表提出会社

が採用する会計基準とおおむね同一の

会計処理基準を採用している。

　連結子会社は連結財務諸表提出会社

が採用する会計基準とおおむね同一の

会計処理基準を採用している。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　①　有価証券

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

　①　有価証券

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)

　　　その他有価証券

　　　　時価のあるもの

　　 同左

　　　　時価のないもの

　　　　　移動平均法による原価法

　　　　時価のないもの

同左

　②　デリバティブ

　　　時価法

　②　デリバティブ

同左

　③　たな卸資産

　　　移動平均法による原価法

　③　たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　①　有形固定資産

定率法を採用している。

　　　ただし、廿日市工場の建物(建物附

属設備を除く)、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設

備を除く)、船舶及び一部の連結子

会社の資産については、定額法を

採用している。

　耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同

一の基準によっている。なお、船舶

及び一部の連結子会社の天然ガス

用幹線については、経済的耐用年

数によっている。

　取得価額10万円以上20万円未満

の減価償却資産については、一括

償却資産として３年間で均等償却

する方法によっている。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

　①　有形固定資産

定率法を採用している。

　　　ただし、廿日市工場の建物(建物附

属設備を除く)、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設

備を除く)、船舶及び一部の連結子

会社の資産については、定額法を

採用している。

　耐用年数については、法人税法に

規定する方法と同一の基準によっ

ている。なお、船舶及び一部の連結

子会社の天然ガス用幹線について

は、経済的耐用年数によっている。

　取得価額10万円以上20万円未満

の減価償却資産については、一括

償却資産として３年間で均等償却

する方法によっている。

　　(会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税法等の

一部を改正する法律　平成19年３

月30日　法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令平

成19年３月30日　政令第83号))に

伴い、当連結会計年度より、平成19

年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基

づく方法に変更している。

　これに伴い、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ58百万円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載し

ている。

　　(追加情報) 

　当連結会計年度より、平成19年３

月31日以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌連結会計年度から５年

間で均等償却する方法によってい

る。 

　これに伴い、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益がそ

れぞれ376百万円減少している。

　なお、セグメント情報に与える影

響については、当該箇所に記載し

ている。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　②　無形固定資産

定額法を採用している。

なお、耐用年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準

によっている。

ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法を

採用している。

　②　無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

　　　諸債権に対する貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計

上している。

(3) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

同左

　②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。

過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により按分した額を

費用減額処理している。

　②　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上している。

過去勤務債務については、その

発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５年)

による定額法により按分した額を

費用減額処理している。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理して

いる。

　また、執行役員の退職により支給

する退職慰労金に備えるため、内

規に基づく期末要支給額を計上し

ていたが、平成18年６月27日の定

時株主総会において、役員退職慰

労金制度の廃止を決定したことに

伴い、７月以降は引当計上を行っ

ていない。

　この廃止に伴い、執行役員分の退

職給付引当金６月末残高24百万円

を流動負債の「その他の流動負

債」に含めて計上している。

数理計算上の差異については、

各連結会計年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数(10年)による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度より費用処理して

いる。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　③　役員退職慰労引当金
　　　役員の退職により支給する退職慰
労金に備えるため、内規に基づく
期末要支給額を計上していたが、
平成18年６月27日の定時株主総会
において、役員退職慰労金制度の
廃止を決定したことに伴い、７月
以降は引当計上を行っていない。
　この廃止に伴い、役員退職慰労引
当金６月末残高516百万円のうち、
取締役分452百万円を流動負債の
「その他の流動負債」に、監査役
分64百万円を固定負債の「その他
の固定負債」に含めて計上してい
る。

　③　役員退職慰労引当金
　　　一部の連結子会社は、役員の退職に
より支給する退職慰労金に備える
ため、内規に基づく期末要支給額
を計上している。
(会計方針の変更)
　新規連結子会社を含む一部の連
結子会社の役員退職慰労金は、従
来、支給時の費用として処理する
方法によっていたが、当連結会計
年度より内規に基づく期末要支給
額を役員退職慰労引当金として計
上する方法に変更している。
　この変更は、「租税特別措置法上
の準備金及び特別法上の引当金又
は準備金並びに役員退職慰労引当
金等に関する監査上の取扱い」
(日本公認会計士協会監査・保証
実務委員会報告第42号　平成19年
４月13日)が公表されたことを契
機に、将来の支給時における一時
的な費用負担を回避し、役員の在
任期間にわたり合理的に費用を期
間配分することにより、期間損益
計算の適正化及び財務内容の健全
化を図るために行ったものであ
る。
　この変更により、従来の方法に
よった場合と比べ、営業利益及び
経常利益は20百万円、税金等調整
前当期純利益は116百万円それぞ
れ減少している。
　なお、引当金を当連結会計年度下
期から計上したのは、連結子会社
において当連結会計年度下期に費
用を合理的に見積もることが可能
となったためである。
　当中間連結会計期間は変更後の
方法によった場合に比べ、営業利
益及び経常利益は10百万円、税金
等調整前中間純利益は106百万円
それぞれ多く計上されている。
　前連結会計年度は役員退職慰労
引当金の一部である122百万円を
「その他の固定負債」に含めて表
示している。
　セグメント情報に与える影響に
ついては、当該箇所に記載してい
る。

　④　ガスホルダー修繕引当金
　　　球形ガスホルダー等の周期的な修
繕に要する費用の支出に備えるた
め、次回の修繕見積額を、次回修繕
までの期間に配分して計上してい
る。

　④　ガスホルダー修繕引当金
同左

　⑤　保安対策引当金
　　　安全なガス消費機器への取替促進
等、消費者の安全確保に要する費
用の支出に備えるため、当連結会
計年度末における費用の見積額を
計上している。

　⑤　保安対策引当金
同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(4) 重要なリース取引の処理方法
　　リース物件の所有権が借主に移転す
ると認められるもの以外のファイナ
ンス・リース取引については、通常
の賃貸借取引に係る方法に準じた会
計処理によっている。

(4) 重要なリース取引の処理方法
同左

(5) 重要なヘッジ会計の方法
　①　ヘッジ会計の手法
　　　繰延ヘッジ処理によっている。な
お、為替予約については、振当処理
の要件を満たしている場合は振当
処理を、金利スワップについては、
特例処理の要件を満たしている場
合は特例処理を採用している。

(5) 重要なヘッジ会計の方法
　①　ヘッジ会計の手法
　　　　　　　同左

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

原油価格に関す
るスワップ

原料購入代金

為替予約 外貨建金銭債務
(ＬＮＧ船取得
代金及び原料購
入代金)

金利スワップ 借入金

　②　ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

　③　ヘッジ方針
　　　リスクに関する内部規程に基づき、
原油価格変動リスク、為替変動リ
スク及び金利変動リスクをヘッジ
している。なお、実需に関係のない
デリバティブ取引は行っていな
い。

　④　ヘッジ有効性評価の方法
　　　ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関
係を確認することにより行ってい
る。ただし、振当処理の要件を満た
している為替予約及び特例処理の
要件を満たしている金利スワップ
については、有効性の評価を省略
している。

　③　ヘッジ方針
　　　　　　　 同左
　
　
　
　
　

　④　ヘッジ有効性評価の方法
　　　　　　　 同左　

(6) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項

　　消費税等の会計処理
　　　消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっている。

(6) その他連結財務諸表作成のための
重要な事項

　　消費税等の会計処理
　　　　　 　　同左　

５　連結子会社の資産及び負
債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方
法は、全面時価評価法を採用している。

同左

６　のれん及び負ののれんの
償却に関する事項

――― 　のれん及び負ののれんは、10年間で均
等償却することとしている。
　ただし、のれん及び負ののれんの金額
の重要性が乏しい場合には、当該勘定
が生じた年度の損益として処理してい
る。　　　

７　連結キャッシュ・フロー
計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び容易に換金
可能であり、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得日から
３ヶ月以内に満期日の到来する短期的
な投資を資金範囲としている。

同左
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会計処理の変更

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号)を適用している。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は31,031百万円

である。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規則に

より作成している。

　　　　　　　　　　　―――

　

追加情報

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　　　　　　　　　　　――― (信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける自

己株式の処分に関する会計処理方法について)

　当社は、平成19年８月２日開催の取締役会において、当

社従業員の業績向上へのインセンティブを高めかつ当社

自社株投資会への安定的な株式供給を目的とした「信託

型従業員持株インセンティブ・プラン」の導入を決議し

ており、平成19年８月20日付で、自己株式750,000株を野

村信託銀行株式会社(自社株投資会専用信託口)(以下

「信託口」という。)へ譲渡している。

　当該自己株式の処分に関する会計処理については、当社

が信託口の債務を保証している関係上、経済的実態を重

視する観点から、当社と信託口は一体のものであると認

識し、自社株投資会が信託口より株式を購入した時点で、

当社から外部に株式が譲渡されたものとして処理してい

る。したがって、信託口が所有する自己株式を含む資産及

び負債並びに費用及び収益については連結貸借対照表及

び連結損益計算書に含めて計上しており、自己株式数に

ついては信託口が所有する当社株式を自己株式数に含め

て記載している。 

　なお、平成20年３月31日現在において信託口が所有する

自己株式数は626,000株である。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は下記のとおりで

ある。

減価償却累計額 128,650百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額は下記のとおりで

ある。

減価償却累計額 135,926百万円

※２　投資有価証券には、非連結子会社及び関連会社に対

する株式が2,097百万円含まれている。

※２　投資有価証券には、非連結子会社及び関連会社に対

する株式が1,561百万円含まれている。

※３　その他の投資には、非連結子会社及び関連会社に対

する出資金が７百万円含まれている。

※３　その他の投資には、非連結子会社及び関連会社に対

する出資金が７百万円含まれている。

※４　連結会計年度末日満期手形については、手形交換日

をもって決済処理している。なお、当連結会計年度の

末日は金融機関が休日であったため、次の満期手形

が当連結会計年度末残高に含まれている。

受取手形 115百万円

支払手形 310百万円

※４　　　　　　　　　―――

　５　偶発債務

　　　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っている。

MAPLE LNG TRANSPORT INC.1,860百万円

水島エルエヌジー販売㈱ 105百万円

合計 1,965百万円

　５　偶発債務

　　　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に対

して次のとおり債務保証を行っている。

MAPLE LNG TRANSPORT INC.4,865百万円

水島エルエヌジー販売㈱ 98百万円

合計 4,963百万円

　

(連結損益計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次

のとおりである。

科目
供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)

給料 3,615 1,083

退職給付引当金引当額 △386 △197

役員退職慰労引当金
引当額

― 22

ガスホルダー修繕引当金
引当額

39 ―

保安対策引当金引当額 121 ―

貸倒引当金引当額 0 ―

減価償却費 4,651 247

※１　供給販売費及び一般管理費のうち主要な費目は次

のとおりである。

科目
供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)

給料 3,574 979

退職給付引当金引当額 △350 △199

役員退職慰労引当金
引当額

― 20

ガスホルダー修繕引当金
引当額

42 ―

貸倒引当金引当額 3 ―

減価償却費 5,319 230

※２　研究開発費の総額は次のとおりである。

供給販売費 2百万円

一般管理費 128百万円

計 130百万円

※２　研究開発費の総額は次のとおりである。

供給販売費 0百万円

一般管理費 130百万円

計 130百万円

※３　固定資産売却益　

　　　土地(74百万円)及び建物等(24百万円)の売却益であ

る。

※３　固定資産売却益

　　　土地の売却益である。

※４　固定資産売却損

　　  土地の売却損である。

※４　　　　　　　　　―――
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　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※５　　　　　　　　　――― ※５　減損損失

　　　当社グループは、減損損失の算定に当たって、ガス事

業に使用している固定資産は、ガスの製造から供給

販売まですべての資産が一体となってキャッシュ・

フローを生成していることから、全体を１つの資産

グループとしている。それ以外の事業用固定資産に

ついては、原則として個々の事業毎に１つの資産グ

ループとしている。その他の固定資産については、原

則として個々の資産単位でグルーピングを行ってい

る。

　その結果、当連結会計年度において、下記の資産に

ついて減損損失を計上した。

資産 場所 種類
減損損失
(百万円)

遊休土地
広島県
廿日市市

その他の
事業設備

13

　　　上記の資産は、事業所を建設するために先行的に取得

した後、経済環境が変化したことなどにより具体的

な使用計画がなくなり、投資の回収が困難と判断さ

れることから、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失(13百万円)として特別損失に

計上している。

　なお、上記の資産に係る回収可能価額は、正味売却

価額により測定しており、時価の算定は原則として

不動産鑑定評価額によっている。

※６　役員退職慰労金

　平成18年６月27日付で役員退職慰労金制度を廃止

したことに伴い、一部の子会社において内規に基づ

き算定された支払予定額の過年度分を一括計上した

ものである。

※６　　　　　　　　　―――

　

※７　固定資産圧縮損

　　　代替資産として取得した土地の取得価額から直接減

額した価額である。

※７　　　　　　　　　―――
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 61,995,590 ― ― 61,995,590

　
　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,749,112 12,244 2,101,441 2,659,915

(変動事由の概要)

　増加数の内訳は、次のとおりである。

　　単元未満株式の買取による増加　12,244株

　減少数の内訳は、次のとおりである。

　　売却処分による減少　2,100,000株

　　単元未満株式の売渡請求による減少　1,441株

　
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月27日
定時株主総会

普通株式 143 2.50平成18年３月31日 平成18年６月28日

平成18年11月９日
取締役会

普通株式 143 2.50平成18年９月30日 平成18年12月１日

　
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 148 2.50平成19年３月31日 平成19年６月８日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 61,995,590 ― ― 61,995,590

　
　
２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,659,915 676,497 127,206 3,209,206

(変動事由の概要)

　増加数の内訳は、次のとおりである。

　　市場買付による増加　653,000株

　　単元未満株式の買取による増加　23,497株

　減少数の内訳は、次のとおりである。

　　売却処分による減少　124,000株

　　単元未満株式の売渡請求による減少　3,206株

(注)　当社は、平成19年８月20日付で野村信託銀行株式会社(自社株投資会専用信託口)(以下「信託口」という。)へ自

己株式750,000株を譲渡しているが、当社と信託口は一体のものであると認識し、信託口が所有する自己株式を含

む資産及び負債並びに費用及び収益については連結貸借対照表及び連結損益計算書に含めて計上している。自己

株式数については当連結会計年度末に信託口が所有する当社株式626,000株を含めて記載している。売却処分によ

る減少124,000株は信託口から当社自社株投資会に売却した株数である。

　
３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月14日
取締役会

普通株式 148 2.50平成19年３月31日 平成19年６月８日

平成19年11月８日
取締役会

普通株式 148 2.50平成19年９月30日 平成19年12月３日

　
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月13日
取締役会

普通株式 利益剰余金 146 2.50平成20年３月31日 平成20年６月６日

(注)　平成19年11月８日取締役会決議及び平成20年５月13日取締役会決議の配当金の総額には、野村信託銀行株式会社

(自社株投資会専用信託口)に対する配当金1百万円を含めていない。これは、野村信託銀行株式会社(自社株投資会

専用信託口)が所有する当社株式を連結財務諸表及び財務諸表において自己株式として認識しているためである。

　

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,838百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △206百万円

現金及び現金同等物 4,632百万円

　

　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,548百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △628百万円

現金及び現金同等物 4,919百万円
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(リース取引関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

供給設備 177 64 113

業務設備 1,337 424 912

その他の
事業設備

531 267 263

合計 2,046 756 1,290

　

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

供給設備 160 50 109

業務設備 1,329 587 742

その他の
事業設備

582 364 217

合計 2,072 1,003 1,069

　
　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 311百万円

１年超 978百万円

合計 1,290百万円

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 294百万円

１年超 775百万円

合計 1,069百万円

　　　(注)　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっている。

　　　(注)　　　　　　　同左

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 325百万円

減価償却費相当額 325百万円

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 308百万円

減価償却費相当額 308百万円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

　(貸主側)

　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 20百万円

１年超 122百万円

合計 142百万円

　　　(注)　上記は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額である。なお、借主側

の残高はほぼ同額であり、上記の借主側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれてい

る。

　また、未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の期末残高等に占める

割合が低いため、受取利子込み法により算定

している。

　(貸主側)

　　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 19百万円

１年超 100百万円

合計 119百万円

　　　(注)　　　　　　　同左

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

有価証券報告書

 55/101



　 前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

２　オペレーティング・リース取引

　　当社は、廿日市工場第２ＬＮＧ貯槽設備の信託受益権

を譲渡し、当該設備をリース契約(リース期間15年)に

て賃借している。このリース契約については、オペレー

ティング・リース取引として会計処理を行っている。

　　リース料は、単位リース料とリース料計算期間の原料

使用量を基礎として計算される。ただし、リース料には

上限リース料と下限リース料が定められており、原料

使用量の増減によりリース料計算期間のリース料が上

限リース料を超えまたは下限リース料を下回るとき

は、リース料はそれぞれ上限リース料または下限リー

ス料の額となる。

　　このリース契約に基づき将来支払われる下限リース料

は次のとおりである。

１年内 382百万円

１年超 4,012百万円

合計 4,394百万円

２　オペレーティング・リース取引

　　当社は、廿日市工場第２ＬＮＧ貯槽設備の信託受益権

を譲渡し、当該設備をリース契約(リース期間15年)に

て賃借している。このリース契約については、オペレー

ティング・リース取引として会計処理を行っている。

　　リース料は、単位リース料とリース料計算期間の原料

使用量を基礎として計算される。ただし、リース料には

上限リース料と下限リース料が定められており、原料

使用量の増減によりリース料計算期間のリース料が上

限リース料を超えまたは下限リース料を下回るとき

は、リース料はそれぞれ上限リース料または下限リー

ス料の額となる。

　　このリース契約に基づき将来支払われる下限リース料

は次のとおりである。

１年内 382百万円

１年超 3,630百万円

合計 4,012百万円
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(有価証券関係)

　

１　その他有価証券で時価のあるもの

　

区分

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

　　株式 2,536 6,465 3,928 1,335 3,690 2,355

小計 2,536 6,465 3,928 1,335 3,690 2,355

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

　　株式 267 240 △26 1,516 1,254 △262

小計 267 240 △ 26 1,516 1,254 △262

合計 2,803 6,706 3,902 2,852 4,945 2,092

　

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

売却額
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額
(百万円)

67 50 ― 93 75 ―

　

３　時価評価されていない有価証券

　

内容

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

　　非上場株式 626 604
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(1) 取引の内容及び利用目的等

　　当社は、原油の市場変動リスク、外貨建金銭債務の為替

変動リスク、金利変動リスク及び天候による収支変動

リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うために

デリバティブ取引を導入している。現在利用している

デリバティブ取引は、原料購入代金を対象とした原油

価格に関するスワップ、外貨建金銭債務を対象とした

為替予約、借入金を対象とした金利スワップ及びガス

売上高を対象とした天候デリバティブである。

　　なお、原油価格に関するスワップ、為替予約及び金利ス

ワップのデリバティブ取引を利用するに当たって、

ヘッジ会計を適用しておりその方法等は「連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」４(5)に記載

したとおりである。

(1) 取引の内容及び利用目的等

　　当社は、原油の市場変動リスク、外貨建金銭債務の為替

変動リスク、金利変動リスク及び天候による収支変動

リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うために

デリバティブ取引を導入している。現在利用している

デリバティブ取引は、原料購入代金を対象とした原油

価格に関するスワップ、外貨建金銭債務を対象とした

為替予約、借入金を対象とした金利スワップ及びガス

売上高を対象とした天候デリバティブである。

　また、信託型従業員持株インセンティブ・プランにお

いて、信託終了時に発生する経済的効果について株式

オプション取引として評価している。

　　なお、原油価格に関するスワップ、為替予約及び金利ス

ワップのデリバティブ取引を利用するに当たって、

ヘッジ会計を適用しておりその方法等は「連結財務諸

表作成のための基本となる重要な事項」４(5)に記載

したとおりである。

(2) 取引に対する取組方針

　　当社におけるデリバティブ取引は、原料購入代金、為

替、金利及び天候の変動リスクを回避するために行っ

ており、投機目的のための取引は行っていない。

(2) 取引に対する取組方針

同左

　　

(3) 取引に係るリスクの内容

　　取引相手が倒産等によって契約不履行となることで被

る損失に係わる信用リスクについては、デリバティブ

取引を信用度の高い金融機関等と行っており、取引相

手方の債務不履行による損失の発生の可能性は極めて

低いと判断している。

　　原油価格に関するスワップ取引には、将来の原油価格

変動に係る市場リスクがあるが、これはヘッジ対象で

ある原料購入代金の変動リスクと相殺する関係にあ

る。

　　為替予約取引には、将来の為替変動に係る市場リスク

があるが、これはヘッジ対象である外貨建金銭債務の

キャッシュ・フローを固定化する効果がある。

　　金利スワップ取引には、将来の金利変動に係る市場リ

スクがあるが、これは長期的資金調達コストの削減の

ために合理的に取り得るリスクである。

　　天候デリバティブには、天候の変動によって支払いが

発生するリスクがあるが、収支に与える影響を軽減す

る効果がある。

(3) 取引に係るリスクの内容

　　取引相手が倒産等によって契約不履行となることで被

る損失に係わる信用リスクについては、デリバティブ

取引を信用度の高い金融機関等と行っており、取引相

手方の債務不履行による損失の発生の可能性は極めて

低いと判断している。

　　原油価格に関するスワップ取引には、将来の原油価格

変動に係る市場リスクがあるが、これはヘッジ対象で

ある原料購入代金の変動リスクと相殺する関係にあ

る。

　　為替予約取引には、将来の為替変動に係る市場リスク

があるが、これはヘッジ対象である外貨建金銭債務の

キャッシュ・フローを固定化する効果がある。

　　金利スワップ取引には、将来の金利変動に係る市場リ

スクがあるが、これは長期的資金調達コストの削減の

ために合理的に取り得るリスクである。

　　天候デリバティブには、天候の変動によって支払いが

発生するリスクがあるが、収支に与える影響を軽減す

る効果がある。

　　株式オプション取引については、信託型従業員持株イ

ンセンティブ・プランにおいて、当社の株価が上昇し

た場合に発生する残余財産を、信託終了時に自社株投

資会に加入している当社従業員に分配する経済的効果

を評価したものである。

(4) 取引に係るリスク管理体制

　　デリバティブ取引の実行及び管理は、内部規程に基づ

き当社の経理部門にて行われている。

(4) 取引に係るリスク管理体制

同左
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２　取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成19年３月31日)

デリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しているので、該当する事項はない。

　

当連結会計年度(平成20年３月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況

　

対象物の種類 取引の種類
契約額等
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

株式 オプション取引 216 △5 △5

(注) １　上記のオプション取引は、信託型従業員持株インセンティブ・プランの導入に伴い発生した経済的効果を反映

したものである。

２　上記以外のデリバティブ取引は、ヘッジ会計を適用しているため記載していない。
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(退職給付関係)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要
　　　当社は、市場連動型のキャッシュバランス型年金制度
を採用している。
　連結子会社においては、主として確定給付型の制度
である適格退職年金制度及び退職一時金制度を設け
ている。

１　採用している退職給付制度の概要
同左

　　　　　　　　　　　

２　退職給付債務に関する事項
退職給付債務 △11,539百万円

年金資産 8,412百万円

未積立退職給付債務 △3,126百万円
未認識過去勤務債務 △775百万円

未認識数理計算上の差異 △540百万円

退職給付引当金 △4,442百万円
(注)　連結子会社は、退職給付債務の算定にあた
り、簡便法を採用している。

２　退職給付債務に関する事項
退職給付債務 △11,432百万円

年金資産 7,453百万円

未積立退職給付債務 △3,979百万円
未認識過去勤務債務 △475百万円

未認識数理計算上の差異 627百万円

退職給付引当金 △3,827百万円
(注)　　　　　　 同左

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 425百万円

利息費用 245百万円

期待運用収益 △132百万円

過去勤務債務の費用処理額 △330百万円

数理計算上の差異の
費用処理額

44百万円

退職給付費用 253百万円

(注)　簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、「勤務費用」に計上している。

３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 437百万円

利息費用 251百万円

期待運用収益 △148百万円

過去勤務債務の費用処理額 △299百万円

数理計算上の差異の
費用処理額

24百万円

退職給付費用 265百万円

(注)　　　　　　 同左

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期
間配分方法

期間定額基準

割引率 2.5％
期待運用収益率 2.0％
過去勤務債務の額の
処理年数

５年
(発生時における従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額
法により按分した額を費
用減額処理する方法)

数理計算上の差異の
処理年数

10年
(各連結会計年度の発生
時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法によ
り按分した額をそれぞれ
発生の翌連結会計年度か
ら費用処理する方法)

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付見込額の期
間配分方法

期間定額基準

割引率 2.5％
期待運用収益率 2.0％
過去勤務債務の額の
処理年数

５年
同左

数理計算上の差異の
処理年数

10年
同左
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(税効果会計関係)

　
前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(繰延税金資産)

退職給付引当金 1,580百万円

固定資産に係る未実現利益 615百万円

未払賞与 306百万円

未払役員退職慰労金 275百万円

繰越欠損金 204百万円

減価償却費 190百万円

投資有価証券評価損 126百万円

未払事業税 126百万円

特別修繕引当金 105百万円

その他 661百万円

　繰延税金資産小計 4,192百万円

評価性引当額 △714百万円

　繰延税金資産合計 3,477百万円

(繰延税金負債)

繰延ヘッジ利益 △3,345百万円

その他有価証券評価差額金 △1,421百万円

その他 △5百万円

　繰延税金負債合計 △4,772百万円

　繰延税金負債の純額 △1,294百万円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

(繰延税金資産)

退職給付引当金 1,361百万円

固定資産に係る未実現利益 593百万円

未払賞与 306百万円

繰越欠損金 263百万円

未払役員退職慰労金 227百万円

投資有価証券評価損 199百万円

減価償却費 190百万円

未払事業税 136百万円

役員退職慰労引当金 109百万円

その他 814百万円

　繰延税金資産小計 4,201百万円

評価性引当額 △983百万円

　繰延税金資産合計 3,218百万円

(繰延税金負債)

繰延ヘッジ利益 △2,571百万円

その他有価証券評価差額金 △845百万円

その他 △4百万円

　繰延税金負債合計 △3,421百万円

　繰延税金負債の純額 △202百万円

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 －百万円

固定資産－繰延税金資産 1,136百万円

流動負債－繰延税金負債 △2,391百万円

固定負債－繰延税金負債 △39百万円

　　　　　　 (「その他の固定負債」に含まれる)

(注) 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれている。

流動資産－繰延税金資産 －百万円

固定資産－繰延税金資産 1,497百万円

流動負債－繰延税金負債 △1,679百万円

固定負債－繰延税金負債 △19百万円

　　　　　　 (「その他の固定負債」に含まれる)

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 36.1％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない
項目

1.9％

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△2.3％

適用税率の差異 1.7％

評価性引当額 4.4％

その他 3.0％

　税効果会計適用後の法人税等の
　負担率

44.8％

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 36.1％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない
項目

2.4％

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目

△3.8％

適用税率の差異 2.5％

評価性引当額 11.4％

その他 0.4％

　税効果会計適用後の法人税等の
　負担率

49.0％
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

ガス事業
(百万円)

工事・器具
事業
(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

45,3286,639 9,99318,98080,942 ― 80,942

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

17 142 41 2,524 2,726 (2,726) ―

計 45,3456,78210,03521,50583,668(2,726)80,942

　　営業費用 41,4746,601 9,28620,88778,249 969 79,219

　　営業利益 3,871 181 748 617 5,418 (3,696)1,722

Ⅱ　資産、減価償却費
　　及び資本的支出

　　資産 70,7131,512 7,645 9,08888,96025,583114,544

　　減価償却費 6,259 ― 331 155 6,746 305 7,051

　　資本的支出 6,989 ― 207 218 7,415 266 7,682

(注) １　事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

(1) 事業区分の方法については、ガス事業(ガス)、営業雑事業(受注工事・器具)及び附帯事業(ＬＰＧ)の事業別

とした。

(2) 各区分に属する主要な製品の名称等

事業区分 主要な製品の名称等

ガス事業 ガス導管を通じて供給する都市ガス及び簡易ガス

工事・器具事業
工事……………お客さまガス設備
器具……………給湯器、ガスコンロ等ガス器具

ＬＰＧ事業 ブタン及びプロパン

その他の事業
ガスボンベ充填、プロパン容器検査、検針・保安業務受託、建設工事、住宅
関連機器他

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(4,226百万円)の主なものは、連結財務諸表提

出会社の管理部門に係る費用である。

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(28,868百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社での

余資運用資金(現金及び預金)、繰延税金資産、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等である。
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当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

ガス事業
(百万円)

工事・器具
事業
(百万円)

ＬＰＧ事業
(百万円)

その他の
事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高及び営業損益

　　売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

49,7646,66011,76619,57487,765 ― 87,765

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

20 243 48 2,480 2,792 (2,792) ―

計 49,7856,90311,81422,05490,558(2,792)87,765

　　営業費用 46,4846,81610,90521,00685,213 986 86,199

　　営業利益 3,300 87 909 1,048 5,345 (3,779)1,565

Ⅱ　資産、減価償却費、
　　減損損失及び資本的
　　支出

　　資産 71,0951,798 7,940 9,03989,87323,706113,579

　　減価償却費 6,966 ― 343 180 7,489 290 7,780

　　減損損失 ― ― 13 ― 13 ― 13

　　資本的支出 3,386 ― 235 74 3,696 131 3,828

(注) １　事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

(1) 事業区分の方法については、ガス事業(ガス)、営業雑事業(受注工事・器具)及び附帯事業(ＬＰＧ)の事業別

とした。

(2) 各区分に属する主要な製品の名称等

事業区分 主要な製品の名称等

ガス事業 ガス導管を通じて供給する都市ガス及び簡易ガス

工事・器具事業
工事……………お客さまガス設備
器具……………給湯器、ガスコンロ等ガス器具

ＬＰＧ事業 ブタン及びプロパン

その他の事業
ガスボンベ充填、プロパン容器検査、検針・保安業務受託、建設工事、住宅
関連機器他

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(4,236百万円)の主なものは、連結財務諸表提

出会社の管理部門に係る費用である。

３　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産(26,583百万円)の主なものは、連結財務諸表提出会社での

余資運用資金(現金及び預金)、繰延税金資産、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等である。

４　会計処理基準等の変更

 (1) 役員退職慰労引当金の計上基準の変更

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」(3)に記載のとお

り、新規連結子会社を含む一部の連結子会社の役員退職慰労金は、従来、支給時の費用として処理する方法に

よっていたが、当連結会計年度より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上する方法に

変更している。

　この変更により、従来の方法によった場合と比べて、ＬＰＧ事業について、営業費用は20百万円増加し、営業

利益が同額減少している。
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 (2) 有形固定資産の減価償却の方法の変更

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の「４　会計処理基準に関する事項」(2)に記載のとお

り、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更している。

　これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業費用は、ガス事業が54百万円、工事・器具事業が0百万

円、ＬＰＧ事業が1百万円、その他の事業が0百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少している。また、「消

去又は全社」に含まれる配賦不能営業費用は1百万円増加し、営業利益は同額減少している。

　また、追加情報に記載のとおり、当連結会計年度より、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌連結会計年度から５年間で均等償却する方法によっている。

　これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、営業費用は、ガス事業が365百万円、工事・器具事業が0百万

円、ＬＰＧ事業が8百万円、その他の事業が1百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少している。また、「消

去又は全社」に含まれる配賦不能営業費用は1百万円増加し、営業利益は同額減少している。

　

【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示の対象となる事項はない。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、開示の対象となる事項はない。

　

【海外売上高】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

海外での営業活動を行っていないため、開示の対象となる事項はない。

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

海外での営業活動を行っていないため、開示の対象となる事項はない。

　

【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

関連当事者との取引について、注記すべき重要なものはない。

　

当連結会計年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　子会社等

　

属性
会社等
の名称

住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有

(被所有)割合
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

関連
会社

MAPLE LNG
TRANSPORT
INC.

パナマ・
パナマ市

100貸船業
所有
　直接　50

兼任１人

資金の
貸付

債務保証

短期資金の
貸付

2,988― ―

利息の受取 5 ― ―

債務保証 4,865― ―

(注) １　上記取引金額には消費税等は含まれていない。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。

(2) 金融機関からの借入金に対する債務保証を行っている。
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(１株当たり情報)

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 622円27銭

１株当たり当期純利益 19円55銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載していない。

(追加情報)

　当連結会計年度から、改正後の「１株当たり当期純利

益に関する会計基準」(企業会計基準委員会　最終改正

平成18年１月31日　企業会計基準第２号)及び「１株当

たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会　最終改正平成18年１月31日　企業会計

基準適用指針第４号)を適用している。

　なお、前連結会計年度と同様の方法により算定した当

連結会計年度の１株当たり純資産額は、522円98銭であ

る。

１株当たり純資産額 593円67銭

１株当たり当期純利益 14円77銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載していない。

　「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利

益」を算定するための「普通株式の自己株式数」にお

いては、野村信託銀行株式会社(自社株投資会専用信託

口)が所有する当社株式(当連結会計年度末現在

 626,000株)について、連結財務諸表及び財務諸表にお

いて自己株式として認識しており、「１株当たり純資

産額の算定に用いられた普通株式の数」及び「普通株

式の期中平均株式数」は当該株式が控除されている。

(注)　算定上の基礎
　
１　１株当たり純資産額
　

前連結会計年度
(平成19年３月31日)

当連結会計年度
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 37,967 36,330

普通株主に係る純資産額(百万円) 36,922 34,899

差額の内訳(百万円)

　少数株主持分 1,045 1,431

普通株式の発行済株式数(株) 61,995,590 61,995,590

普通株式の自己株式数(株) 2,659,915 3,209,206

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

59,335,675 58,786,384

　 ２　１株当たり当期純利益

　
前連結会計年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益(百万円) 1,136 876

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,136 876

普通株式の期中平均株式数(株) 58,110,882 59,349,361

　

(重要な後発事象)

該当する事項はない。
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

　

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(％)

担保 償還期限

当社
第２回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)

平成　年　月　日  年 平成　年　月　日

12.12.143,000 ― 1.65無担保社債 19.12.14

当社
第３回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)

13.７.23 5,000
5,000
(5,000)

1.00無担保社債 20.７.23

当社
第４回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)

14.７.23 3,000 3,0001.10無担保社債 21.７.23

当社
第５回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)

15.８.14 3,000 3,0001.53無担保社債 27.８.14

当社
第６回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)

16.５.12 3,000 3,0001.83無担保社債 26.５.12

当社
第７回無担保社債
(社債間限定同順
位特約付)

17.３.３ 5,000 5,0002.05無担保社債 32.３.19

合計 ― ― 22,000
19,000
(5,000)

― ― ―

(注) １　「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額である。

　　 ２　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。

　
１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

5,000 3,000 ― ― ―
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【借入金等明細表】

　

区分
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 30 2,040 0.87 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 2,783 2,362 2.66 ―

１年以内に返済予定のリース債務 ― ― ― ―

長期借入金(１年以内に返済予定の
ものを除く。)

23,839 24,694 1.71
平成21年４月
　～38年９月

リース債務(１年以内に返済予定の
ものを除く)

― ― ― ―

その他の有利子負債
　コマーシャル・ペーパー
　(１年以内)

― 5,000 0.65 ―

　預り金 (注)３ 2,030 1,285 0.64 ―

合計 28,683 35,381 ― ―

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載している。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりで

ある。
　

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 4,973 2,199 3,335 3,787

３　預り金については、デリバティブ債権に係る預り保証金であり、原料価格の変動により週単位で精算を行って

おり、返済期限は設定されていない。

　

(2) 【その他】

該当する事項はない。

　

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

有価証券報告書

 67/101



２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　固定資産

　(1) 有形固定資産 ※1,2

　　１　製造設備 22,431 21,052

　　２　供給設備 29,429 27,923

　　３　業務設備 3,766 3,597

　　４　附帯事業設備 824 748

　　５　建設仮勘定 549 528

　　　有形固定資産合計 57,00262.4 53,85160.6

　(2) 無形固定資産

    １　ソフトウェア 2,749 2,243

　  ２　その他無形固定資産 19 17

　　　無形固定資産合計 2,7693.0 2,2602.5

　(3) 投資その他の資産

　　１　投資有価証券 6,603 4,962

　　２　関係会社投資 872 884

　　３　社内長期貸付金 13 12

　　４　関係会社長期貸付金 2,238 2,153

　　５　長期前払費用 180 158

　　６　繰延税金資産 508 739

　　７　その他投資 823 819

　　８　貸倒引当金 △53 △54

　　　投資その他の資産合計 11,18712.3 9,67510.9

　　　固定資産合計 70,95977.7 65,78874.0

Ⅱ　流動資産

　　１　現金及び預金 2,779 2,921

　　２　受取手形 43 41

　　３　売掛金 3,380 4,111

　　４　関係会社売掛金 269 273

　　５　未収入金 385 672

　　６　製品 30 33

　　７　原料 3,238 5,643

　　８　貯蔵品 155 165

　　９　前払金 ― 505

　　10　前払費用 4 29

　　11　関係会社短期債権 700 1,299

　　12　デリバティブ債権 9,253 7,112

　　13　その他流動資産 215 455

　　14　貸倒引当金 △112 △171

　　　流動資産合計 20,34522.3 23,09326.0

　　　資産合計 91,305100.0 88,881100.0
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　 前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　固定負債

　　１　社債 19,000 14,000

　　２　長期借入金 18,762 19,647

　　３　退職給付引当金 3,944 3,288

　  ４　ガスホルダー修繕
　　　　引当金

437 424

　　５　保安対策引当金 121 75

　　６　その他固定負債 102 84

　　　固定負債合計 42,36846.4 37,52042.2

Ⅱ　流動負債

　　１　１年以内に期限到来の
　　　　固定負債

※３ 5,788 7,337

　　２　買掛金 1,482 2,146

　　３　短期借入金 ― 2,000

　　４　未払金 406 212

　　５　未払費用 2,708 1,891

　　６　未払法人税等 749 440

　　７　繰延税金負債 2,693 1,932

　　８　前受金 173 142

　　９　預り金 2,329 1,711

　　10　関係会社買掛金 ― 956

　　11　関係会社短期借入金 2,965 1,683

　　12　関係会社未払金 1,206 ―

　　13　関係会社短期債務 1,450 945

　　14　コマーシャル・
　　　　ペーパー

― 5,000

　　15　その他流動負債 26 147

　　　流動負債合計 21,98124.1 26,54829.9

　　　負債合計 64,34970.5 64,06872.1

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　　１　資本金 3,291 3,291

　　２　資本剰余金

　　　(1) 資本準備金 871 871

　　　(2) その他資本剰余金 118 116

　　　資本剰余金合計 990 988

　　３　利益剰余金

　　　(1) 利益準備金 729 729

　　　(2) その他利益剰余金

　　　　　別途積立金 12,010 12,010

　　　　　繰越利益剰余金 2,550 2,887

　　　利益剰余金合計 15,290 15,627

　　４　自己株式 △821 △945

　　　株主資本合計 18,75120.5 18,96221.3

Ⅱ　評価・換算差額等

　　１　その他有価証券
　　　　評価差額金

2,311 1,403

　　２　繰延ヘッジ損益 5,891 4,447

　　　評価・換算差額等
　　　合計

8,2039.0 5,8506.6

　　　純資産合計 26,95529.5 24,81227.9

　　　負債純資産合計 91,305100.0 88,881100.0
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② 【損益計算書】

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　製品売上

　　　　ガス売上 44,304 44,304100.0 48,743 48,743100.0

Ⅱ  売上原価

　　１　期首たな卸高 28 30

　　２　当期製品製造原価 26,197 31,153

　　３　当期製品自家使用高 643 732

　　４　期末たな卸高 30 25,55157.7 33 30,41862.4

　　売上総利益 18,75342.3 18,32537.6

Ⅲ  供給販売費 ※１ 14,759 14,915

Ⅳ  一般管理費 ※１ 3,495 18,25541.2 3,345 18,26137.5

　　事業利益 498 1.1 63 0.1

Ⅴ  営業雑収益

　　１　受注工事収益 1,650 1,586

　　２　器具販売収益 3,379 3,224

　　３　その他営業雑収益 0 5,03011.4 11 4,8229.9

Ⅵ  営業雑費用

　　１　受注工事費用 1,497 1,429

　　２　器具販売費用 3,228 4,72510.7 3,150 4,5799.4

Ⅶ  附帯事業収益 856 1.9 875 1.8

Ⅷ  附帯事業費用 818 1.8 723 1.5

　　　営業利益 841 1.9 458 0.9

Ⅸ  営業外収益

　　１　受取利息 ※２ 105 57

　　２　有価証券利息 ― 3

　　３　受取配当金 ※２ 165 180

　　４　賃貸料 ※３ 435 476

　　５　熱量変更支援収入 547 577

　　６　雑収入 ※２ 319 1,5733.6 295 1,5903.3

Ⅹ  営業外費用

　　１　支払利息 475 425

　　２　社債利息 335 321

　　３　雑支出 62 872 2.0 81 828 1.7

　　　経常利益 1,5423.5 1,2192.5
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

ⅩⅠ特別利益

　　１　固定資産売却益 ※４ 91 2

　　２　投資有価証券売却益 ― 75

　　３　未決算特別勘定取崩益 38 130 0.3 ― 77 0.1

ⅩⅡ特別損失

　　１　固定資産売却損 ※５ 1 ―

　　２　投資有価証券評価損 5 205

　　３　固定資産圧縮損 ※６ 38 45 0.1 ― 205 0.4

　　税引前当期純利益 1,6273.7 1,0912.2

　　法人税等 460 120

　　法人税等調整額 135 595 1.4 337 457 0.9

　　当期純利益 1,0312.3 633 1.3

　

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

有価証券報告書

 71/101



(附表)

営業費明細表

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

製造費
(百万円)

供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)

合計
(百万円)

製造費
(百万円)

供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)

合計
(百万円)

原材料費 22,516 ― ― 22,51627,540 ― ― 27,540

　原料費 22,213 ― ― 22,21327,144 ― ― 27,144

　加熱燃料費 293 ― ― 293 387 ― ― 387

　補助材料費 9 ― ― 9 8 ― ― 8

労務費 536 3,588 1,291 5,416 514 3,448 1,181 5,144

　役員給与 ― ― 140 140 ― ― 173 173

　給料 329 2,271 767 3,368 326 2,174 643 3,144

　雑給 2 3 42 47 0 1 37 39

　賞与手当 115 717 199 1,032 102 699 175 977

　法定福利費 62 416 153 632 58 401 150 611

　厚生福利費 17 132 69 219 15 120 82 219

　退職手当 ※２ 10 46 △100 △43 11 50 △80 △19

　役員退職慰労
　引当金引当額

― ― 18 18 ― ― ― ―

諸経費 1,215 6,800 1,990 10,006 1,270 6,465 1,967 9,702

　修繕費 249 949 60 1,259 145 767 79 992

　ガスホルダー修繕
　引当金引当額

24 39 ― 63 20 42 ― 62

　電力料 58 27 27 113 60 30 26 117

　水道料 3 7 7 19 4 6 6 18

　使用ガス費 13 92 6 112 15 118 6 140

　消耗品費 28 524 47 600 34 443 32 510

　運賃 74 2 1 78 125 2 0 129

　旅費交通費 4 53 59 116 5 45 55 107

　通信費 5 123 26 155 5 114 22 141

　保険料 16 3 14 34 16 3 9 29
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

区分
注記
番号

製造費
(百万円)

供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)

合計
(百万円)

製造費
(百万円)

供給販売費
(百万円)

一般管理費
(百万円)

合計
(百万円)

　賃借料 463 297 142 903 475 665 145 1,286

　委託作業費 79 1,972 516 2,568 140 1,943 393 2,477

　租税課金 ※３ 155 875 168 1,200 187 858 155 1,201

　事業税 ― ― 574 574 ― ― 613 613

　試験研究費 ― 1 130 132 ― 0 132 132

　教育費 2 128 48 179 2 110 38 151

　需要開発費 ― 1,240 ― 1,240 ― 1,057 ― 1,057

　保安対策引当金
　引当額

― 121 ― 121 ― ― ― ―

　たな卸減耗費 ― 0 ― 0 ― 0 ― 0

　固定資産除却費 15 211 22 250 13 119 42 176

　貸倒償却 ― 25 ― 25 ― 36 ― 36

　貸倒引当金引当額 ― 2 ― 2 ― △3 ― △3

　雑費 19 99 135 254 17 98 205 321

減価償却費 ※４ 1,928 4,370 213 6,512 1,828 5,001 197 7,026

計 26,19714,759 3,495 44,45231,15314,915 3,345 49,415

(注) １　原価計算は、単純総合原価計算により行っている。

※２　退職手当には、退職給付引当金引当額(前事業年度 △665百万円、当事業年度 △643百万円)を含んでいる。

※３　租税課金の内容は下記のとおりである。

　

科目 前事業年度(百万円) 当事業年度(百万円)

租税課金

　固定資産税 655 662

　道路占用料 479 481

　その他 64 57

計 1,200 1,201

※４　減価償却費には、租税特別措置法に基づく特別償却額(前事業年度 67百万円、当事業年度 27百万円)を含んで

いる。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本　　　　準
備金

その他資本
　剰余金

資本剰余金
　合計

利益　　　　準
備金

その他利益剰余金

利益剰余金
　　合計

特定ガス　　
　導管工事　
　　償却準備
金

別途積立金
繰越利益　　
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 3,291 871 0 872 729 53 12,0101,75214,544

事業年度中の変動額

　特定ガス導管工事償却
　準備金の取崩し (注)

△26 26 ―

　特定ガス導管工事償却
　準備金の取崩し

△26 26 ―

　剰余金の配当 (注) △143 △143

　剰余金の配当 △143 △143

　当期純利益 1,0311,031

　自己株式の取得

　自己株式の処分 118 118

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計
(百万円)

― ― 118 118 ― △53 ― 798 745

平成19年３月31日残高(百万円) 3,291 871 118 990 729 ― 12,0102,55015,290

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式
株主資本　
合計

その他　　　　
有価証券　　
　　評価差額
金

繰延ヘッジ
　　損益

評価・換算
　　　　差額等
合計

平成18年３月31日残高(百万円)△1,46517,2432,546 ― 2,54619,790

事業年度中の変動額

　特定ガス導管工事償却
　準備金の取崩し (注)

― ―

　特定ガス導管工事償却
　準備金の取崩し 

― ―

　剰余金の配当 (注) △143 △143

　剰余金の配当 △143 △143

　当期純利益 1,031 1,031

　自己株式の取得 △4 △4 △4

　自己株式の処分 648 767 767

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

△234 5,8915,6565,656

事業年度中の変動額合計
(百万円)

643 1,508△234 5,8915,6567,165

平成19年３月31日残高(百万円) △821 18,7512,3115,8918,20326,955

(注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目である。
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当事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

　

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本　　　　準
備金

その他資本　
剰余金

資本剰余金　
合計

利益　　　　準
備金

その他利益剰余金

利益剰余金　
　合計別途積立金

繰越利益　　
剰余金

前期末残高(百万円) 3,291 871 118 990 729 12,010 2,550 15,290

当期変動額

　剰余金の配当 △296 △296

　当期純利益 633 633

　自己株式の取得

　自己株式の処分 △1 △1

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

当期変動額合計(百万円) ― ― △1 △1 ― ― 336 336

当期末残高(百万円) 3,291 871 116 988 729 12,010 2,887 15,627

　

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式
株主資本　合

計

その他　　　　
有価証券　　　
　評価差額金

繰延ヘッジ　
　損益

評価・換算　
　　　差額等合

計

前期末残高(百万円) △821 18,751 2,311 5,891 8,203 26,955

当期変動額

　剰余金の配当 △296 △296

　当期純利益 633 633

　自己株式の取得 △163 △163 △163

　自己株式の処分 39 37 37

　株主資本以外の項目の
　当期変動額(純額)

△908 △1,444△2,352△2,352

当期変動額合計(百万円) △124 210 △908 △1,444△2,352△2,142

当期末残高(百万円) △945 18,962 1,403 4,447 5,850 24,812
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重要な会計方針

　

項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

　　移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

　　時価のあるもの

　　　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定)

(2) その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　　時価のないもの

　　　移動平均法による原価法

　　時価のないもの

同左

２　デリバティブの評価基準

及び評価方法

　時価法によっている。 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

　移動平均法による原価法である。 同左

４　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　　定率法を採用している。

　　ただし、廿日市工場の建物(建物附属

設備を除く)及び平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備

を除く)並びに船舶については、定額

法を採用している。

　　耐用年数及び残存価額については、

法人税法に規定する方法と同一の基

準によっている。なお、船舶について

は、経済的耐用年数によっている。

　　取得価額10万円以上20万円未満の減

価償却資産については、一括償却資

産として３年間で均等償却する方法

によっている。

(1) 有形固定資産

　　定率法を採用している。

　　ただし、廿日市工場の建物(建物附属

設備を除く)及び平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設備

を除く)並びに船舶については、定額

法を採用している。

　　耐用年数については、法人税法に規

定する方法と同一の基準によってい

る。なお、船舶については、経済的耐

用年数によっている。

　　取得価額10万円以上20万円未満の減

価償却資産については、一括償却資

産として３年間で均等償却する方法

によっている。

　(会計方針の変更)

　法人税法の改正((所得税法等の一

部を改正する法律　平成19年３月30

日　法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年

３月30日　政令第83号))に伴い、当事

業年度より、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更して

いる。

　これに伴い、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ55百

万円減少している。
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

　(追加情報)

　当事業年度より、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌

事業年度から５年間で均等償却する

方法によっている。

　これに伴い、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益がそれぞれ354

百万円減少している。

(2) 無形固定資産

　　定額法を採用している。

　　なお、耐用年数については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっ

ている。

　　ただし、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能

期間(５年)に基づく定額法を採用し

ている。

(2) 無形固定資産

同左

５　引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

　　諸債権に対する貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上している。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ている。

　　過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)による定

額法により按分した額を費用減額処

理している。

　　数理計算上の差異については、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度より

費用処理している。

　　また、執行役員の退職により支給す

る退職慰労金に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上していた

が、平成18年６月27日の定時株主総

会において、役員退職慰労金制度の

廃止を決定したことに伴い、７月以

降は引当計上を行っていない。

　　この廃止に伴い、執行役員分の退職

給付引当金６月末残高24百万円を流

動負債の「未払費用」に含めて計上

している。

(2) 退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上し

ている。

　　過去勤務債務については、その発生

時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(５年)による定

額法により按分した額を費用減額処

理している。

　　数理計算上の差異については、各事

業年度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分した

額をそれぞれ発生の翌事業年度より

費用処理している。
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(3) 役員退職慰労引当金

　　役員の退職により支給する退職慰労

金に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上していたが、平成18

年６月27日の定時株主総会におい

て、役員退職慰労金制度の廃止を決

定したことに伴い、７月以降は引当

計上を行っていない。

　この廃止に伴い、役員退職慰労引当

金６月末残高437百万円のうち、取締

役分384百万円を流動負債の「未払

費用」に、監査役分52百万円を固定

負債の「その他固定負債」に含めて

計上している。

(3)       　　 ―――

(4) ガスホルダー修繕引当金

　　球形ガスホルダー等の周期的な修繕

に要する費用の支出に備えるため、

次回の修繕見積額を、次回修繕まで

の期間に配分して計上している。

(4) ガスホルダー修繕引当金

同左

(5) 保安対策引当金

　　安全なガス消費機器への取替促進

等、消費者の安全確保に要する費用

の支出に備えるため、当事業年度末

における費用の見積額を計上してい

る。

(5) 保安対策引当金

同左

６　リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっている。

同左

７　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の手法

　　繰延ヘッジ処理によっている。なお、

為替予約については、振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理

を、金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしている場合は特例

処理を採用している。

(1) ヘッジ会計の手法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

原油価格に関す
るスワップ

原料購入代金

為替予約
 

外貨建金銭債務
(ＬＮＧ船取得
代金及び原料購　
　
入代金)

金利スワップ 借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針

　　リスクに関する内部規程に基づき、

原油価格変動リスク、為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッジして

いる。なお、実需に関係のないデリバ

ティブ取引は行っていない。

(3) ヘッジ方針

同左
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項目
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係

を確認することにより行っている。

ただし、振当処理の要件を満たして

いる為替予約及び特例処理の要件を

満たしている金利スワップについて

は、有効性の評価を省略している。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　　 同左

８　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっている。

消費税等の会計処理

同左

　

(会計処理の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号)

を適用している。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は21,063百万円

である。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成して

いる。

―――――
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(追加情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

――――― (信託型従業員持株インセンティブ・プランにおける自

己株式の処分に関する会計処理方法について)

　平成19年８月２日開催の取締役会において、当社従業員

の業績向上へのインセンティブを高めかつ当社自社株投

資会への安定的な株式供給を目的とした「信託型従業員

持株インセンティブ・プラン」の導入を決議しており、

平成19年８月20日付で、自己株式750,000株を野村信託銀

行株式会社(自社株投資会専用信託口)(以下「信託口」

という。)へ譲渡している。

　当該自己株式の処分に関する会計処理については、当社

が信託口の債務を保証している関係上、経済的実態を重

視する観点から、当社と信託口は一体のものであると認

識し、自社株投資会が信託口より株式を購入した時点で、

当社から外部に株式が譲渡されたものとして処理してい

る。したがって、信託口が所有する自己株式を含む資産及

び負債並びに費用及び収益については当社の貸借対照表

及び損益計算書に含めて計上しており、自己株式数につ

いては信託口が所有する当社株式を自己株式数に含めて

記載している。 

　なお、平成20年３月31日現在において信託口が所有する

自己株式数は626,000株である。 

　

(表示方法の変更)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

(貸借対照表)

　関係会社未払金については、当事業年度末においてその

金額が負債及び純資産の合計額の100分の１を超えるこ

ととなったため、ガス事業会計規則により区分掲記して

いる。

　なお、前事業年度末は関係会社未払金(533百万円)を関

係会社短期債務に含めて表示している。

(貸借対照表)

１　関係会社買掛金については、当事業年度末においてそ

の金額が負債及び純資産の合計額の100分の１を超え

ることとなったため、ガス事業会計規則により区分掲

記している。

　なお、前事業年度末は関係会社買掛金(812百万円)を

関係会社短期債務に含めて表示している。

２　関係会社未払金(521百万円)については、当事業年度

末においてその金額が負債及び純資産の合計額の100

分の１以下となったため、ガス事業会計規則により関

係会社短期債務に含めて表示している。
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注記事項

(貸借対照表関係)
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は下記のとおりで

ある。

減価償却累計額 124,412百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額は下記のとおりで

ある。

減価償却累計額 130,613百万円

※２　(1) 製造設備の取得価額は下記の金額だけ工事負

担金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 2百万円

※２　(1) 製造設備の取得価額は下記の金額だけ工事負

担金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 2百万円

　　　(2) 供給設備の取得価額は下記の金額だけ工事負担

金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 11,701百万円

　　　(2) 供給設備の取得価額は下記の金額だけ工事負担

金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 11,716百万円

　　　(3) 業務設備の取得価額は下記の金額だけ工事負担

金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 213百万円

　　　(4) 附帯事業設備の取得価額は下記の金額だけ工事

負担金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 274百万円

　　　(3) 業務設備の取得価額は下記の金額だけ工事負担

金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 213百万円

　　　(4) 附帯事業設備の取得価額は下記の金額だけ工事

負担金受入等のため圧縮記帳されている。

　圧縮記帳累計額 274百万円

　　　(5) 収用に伴い、製造設備の取得価額から控除した圧

縮記帳額は38百万円である。

　　　(5) 収用に伴い、供給設備の取得価額から控除した圧

縮記帳額は16百万円である。

※３　１年以内に期限到来の固定負債の内訳は、下記のと

おりである。

社債 3,000百万円

長期借入金 2,783百万円

その他 5百万円

合計 5,788百万円

※３　１年以内に期限到来の固定負債の内訳は、下記のと

おりである。

社債 5,000百万円

長期借入金 2,332百万円

その他 5百万円

合計 7,337百万円

　４　偶発債務

　　　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っている。

瀬戸内パイプライン㈱ 2,800百万円

MAPLE LNG TRANSPORT INC.1,860百万円

水島エルエヌジー販売㈱ 105百万円

合計 4,765百万円

　４　偶発債務

　　　下記の会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っている。

MAPLE LNG TRANSPORT INC.4,865百万円

瀬戸内パイプライン㈱ 2,800百万円

水島エルエヌジー販売㈱ 98百万円

合計 7,763百万円

　

EDINET提出書類

広島ガス株式会社(E04521)

有価証券報告書

 81/101



(損益計算書関係)
　

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

※１　研究開発費の総額は132百万円である。 ※１　研究開発費の総額は132百万円である。

※２　受取利息、受取配当金及び雑収入のうち、関係会社

に係る金額は284百万円である。

※２　受取利息、受取配当金及び雑収入のうち、関係会社

に係る金額は217百万円である。

※３　賃貸料のうち、関係会社に係る金額は368百万円で

ある。

※３　賃貸料のうち、関係会社に係る金額は366百万円で

ある。

※４　固定資産売却益

　　　土地(74百万円)及び建物等(17百万円)の売却益であ

る。

※５　固定資産売却損

　　　土地の売却損である。

※６　固定資産圧縮損

　　　代替資産として取得した土地の取得価額から直接減

額した価額である。

※４　固定資産売却益

　　　土地の売却益である。

　
※５　　　　　　　　　―――
　

※６　　　　　　　　　―――

　

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末　　　　 　増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 4,749,112 12,244 2,101,441 2,659,915

(変動事由の概要)

　増加数の内訳は、次のとおりである。

　　単元未満株式の買取による増加　12,244株

　減少数の内訳は、次のとおりである。

　　売却処分による減少　2,100,000株

　　単元未満株式の売渡請求による減少　1,441株

　

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末　　　　 　増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,659,915 676,497 127,206 3,209,206

(変動事由の概要)

　増加数の内訳は、次のとおりである。

　　市場買付による増加　653,000株

　　単元未満株式の買取による増加　23,497株

　減少数の内訳は、次のとおりである。

　　売却処分による減少　124,000株

　　単元未満株式の売渡請求による減少　3,206株

 (注)　平成19年８月20日付で野村信託銀行株式会社(自社株投資会専用信託口)(以下「信託口」という。)へ自己株式

750,000株を譲渡しているが、当社と信託口は一体のものであると認識し、信託口が所有する自己株式を含む資産

及び負債並びに費用及び収益については当社の貸借対照表及び損益計算書に含めて計上している。自己株式数に

ついては当事業年度末に信託口が所有する当社株式626,000株を含めて記載している。売却処分による減少

124,000株は信託口から当社自社株投資会に売却した株数である。
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(リース取引関係)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

供給設備 177 64 113

業務設備 1,337 424 912

附帯事業
設備

118 36 81

合計 1,633 525 1,108

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

　(借主側)

　(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

供給設備 160 50 109

業務設備 1,329 587 742

附帯事業
設備

118 51 67

合計 1,608 689 919

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 234百万円

１年超 873百万円

合計 1,108百万円

　　　(注)　取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相

当額の算定は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によっている。

　(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 221百万円

１年超 697百万円

合計 919百万円

　　　(注)　　　　　　 同左

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 243百万円

減価償却費相当額 243百万円

　(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 222百万円

減価償却費相当額 222百万円

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

　(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

　(貸主側)

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 20百万円

１年超 122百万円

合計 142百万円

　　　(注)　上記は、転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額である。なお、借主側

の残高はほぼ同額であり、上記の借主側の未

経過リース料期末残高相当額に含まれてい

る。

　また、未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高及び見積残存価額の残

高の合計額が営業債権の期末残高等に占める

割合が低いため、受取利子込み法により算定

している。

　(貸主側)

　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 19百万円

１年超 100百万円

合計 119百万円

　　　(注)　　　　　　 同左
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　 前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

２　オペレーティング・リース取引

　　廿日市工場第２ＬＮＧ貯槽設備の信託受益権を譲渡

し、当該設備をリース契約(リース期間15年)にて賃借

している。このリース契約については、オペレーティン

グ・リース取引として会計処理を行っている。

　　リース料は、単位リース料とリース料計算期間の原料

使用量を基礎として計算される。ただし、リース料には

上限リース料と下限リース料が定められており、原料

使用量の増減によりリース料計算期間のリース料が上

限リース料を超えまたは下限リース料を下回るとき

は、リース料はそれぞれ上限リース料または下限リー

ス料の額となる。

　　このリース契約に基づき将来支払われる下限リース料

は次のとおりである。

１年内 382百万円

１年超 4,012百万円

合計 4,394百万円

２　オペレーティング・リース取引

　　廿日市工場第２ＬＮＧ貯槽設備の信託受益権を譲渡

し、当該設備をリース契約(リース期間15年)にて賃借

している。このリース契約については、オペレーティン

グ・リース取引として会計処理を行っている。

　　リース料は、単位リース料とリース料計算期間の原料

使用量を基礎として計算される。ただし、リース料には

上限リース料と下限リース料が定められており、原料

使用量の増減によりリース料計算期間のリース料が上

限リース料を超えまたは下限リース料を下回るとき

は、リース料はそれぞれ上限リース料または下限リー

ス料の額となる。

　　このリース契約に基づき将来支払われる下限リース料

は次のとおりである。

１年内 382百万円

１年超 3,630百万円

合計 4,012百万円

　

(有価証券関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはな

い。

同左

　

次へ
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(税効果会計関係)

　
前事業年度

(平成19年３月31日)
当事業年度

(平成20年３月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　(繰延税金資産)

退職給付引当金 1,425百万円

未払賞与 192百万円

減価償却費 183百万円

未払役員退職慰労金 166百万円

未払事業税 111百万円

投資有価証券評価損 106百万円

特別修繕引当金 105百万円

未払固定資産税 62百万円

その他 360百万円

　繰延税金資産小計 2,715百万円

評価性引当額 △258百万円

　繰延税金資産合計 2,457百万円

(繰延税金負債)

繰延ヘッジ利益 △3,345百万円

その他有価証券評価差額金 △1,297百万円

その他 △0百万円

　繰延税金負債合計 △4,642百万円

　繰延税金負債の純額 △2,185百万円

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

　(繰延税金資産)

退職給付引当金 1,188百万円

未払賞与 195百万円

減価償却費 183百万円

投資有価証券評価損 180百万円

未払役員退職慰労金 137百万円

未払事業税 123百万円

特別修繕引当金 88百万円

未払固定資産税 60百万円

その他 370百万円

　繰延税金資産小計 2,529百万円

評価性引当額 △357百万円

　繰延税金資産合計 2,171百万円

(繰延税金負債)

繰延ヘッジ利益 △2,571百万円

その他有価証券評価差額金 △793百万円

その他 △0百万円

　繰延税金負債合計 △3,364百万円

　繰延税金負債の純額 △1,193百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 36.1％

(調整)

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

1.0％

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

△2.2％

評価性引当額 0.4％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

36.5％

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 36.1％

(調整)

交際費等永久に損金に算入され
ない項目

1.7％

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目

△4.8％

評価性引当額 9.3％

その他 △0.4％

税効果会計適用後の法人税等
の負担率

41.9％
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(１株当たり情報)

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり純資産額 454円28銭

１株当たり当期純利益 17円76銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

(追加情報)

　当事業年度から、改正後の「１株当たり当期純利益に

関する会計基準」(企業会計基準委員会　最終改正平成

18年１月31日　企業会計基準第２号)及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会　最終改正平成18年１月31日　企業会計基準

適用指針第４号)を適用している。

　なお、前事業年度と同様の方法により算定した当事業

年度の１株当たり純資産額は、354円99銭である。

１株当たり純資産額 422円 9銭

１株当たり当期純利益 10円68銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載していない。

　「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利

益」を算定するための「普通株式の自己株式数」にお

いては、野村信託銀行株式会社(自社株投資会専用信託

口)が所有する当社株式(当事業年度末現在 626,000

株)について、連結財務諸表及び財務諸表において自己

株式として認識しており、「１株当たり純資産額の算

定に用いられた普通株式の数」及び「普通株式の期中

平均株式数」は当該株式が控除されている。

(注)　算定上の基礎
　
１　１株当たり純資産額
　

前事業年度
(平成19年３月31日)

当事業年度
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 26,955 24,812

普通株主に係る純資産額
(百万円)

26,955 24,812

普通株式の発行済株式数(株) 61,995,590 61,995,590

普通株式の自己株式数(株) 2,659,915 3,209,206

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(株)

59,335,675 58,786,384

　  ２　１株当たり当期純利益

　
前事業年度

(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益(百万円) 1,031 633

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,031 633

普通株式の期中平均株式数(株) 58,110,882 59,349,361

　

(重要な後発事象)

該当する事項はない。
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④ 【附属明細表】

【固定資産等明細表】

　

資産の種類
期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

期末残高
(百万円)

減価償却
累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引期末
残高
(百万円)

摘要

有形固定資産

　製造設備
　(内　土地)

46,095
(2,598)

443
(―)

84
(―)

46,454
(2,598)

25,402 1,809
21,052
(2,598)

工事負担金等
2百万円

(―百万円)

　供給設備
　(内　土地)

124,027
(926)

2,895
(34)

221
(4)

126,702
(956)

98,779 4,374
27,923
(956)

工事負担金等
11,716百万円
(38百万円)

収用　 16百万円

　業務設備
　(内　土地)

8,865
(1,273)

119
(―)

83
(―)

8,901
(1,273)

5,303 270
3,597
(1,273)

工事負担金等
213百万円
(―百万円)

　附帯事業設備
　(内　土地)

1,876
(0)

―
(―)

―
(―)

1,876
(0)

1,128 76
748
(0)

工事負担金等
274百万円
(―百万円)

　建設仮勘定
　(内　土地)

549
(―)

3,288
(―)

3,309
(―)

528
(―)

528
(―)

有形固定資産計
(内　土地)

181,415
(4,799)

6,747
(34)

3,697
(4)

184,464
(4,828)

130,613 6,530
53,851
(4,828)

―

無形固定資産

　ソフトウェア 2,889 75 ― 2,965 722 582 2,243定額法

　その他無形固
　定資産

42 ― ― 42 24 2 17

無形固定資産計 2,931 75 ― 3,007 746 584 2,260 ―

長期前払費用 380 146 ― 526 367 168 158

均等償却
　共同溝等
　負担金
　一括償却資産

繰延資産 ―
該当する事項は
ない

繰延資産計 ― ―

(注) １　資産の種類ごとの当期増加額又は当期減少額が期首の資産の総額の100分の１を超えるものは別表のとおりで

ある。

２　工事負担金等の受入れにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している期末の圧縮累計額は摘要欄に

記載しており、(　)内は当期圧縮額である。

３　収用に伴う資産の買換えにより、有形固定資産の取得に要した額から控除している当期圧縮額は摘要欄に記載

している。

　
別表

　

資産の種類

増加 減少

件名 取得時期
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

件名 減少時期
取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

有形固定資産

　供給設備 導管工事 ４月～３月 2,673 245

　建設仮勘定 導管工事 ４月～３月 2,874 ―

東広島製造所建設工事 ４月～10月 356 ―
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【有価証券明細表】

【株式】

　

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(百万円)

投資有価証券

(その他有価証券)

　株式会社広島銀行 2,321,036 1,116

　西部瓦斯株式会社 2,000,000 492

　野村ホールディングス株式会社 323,761 482

  広島電鉄株式会社 1,200,000 376

　中国電力株式会社 156,615 347

　大阪瓦斯株式会社 849,000 337

　株式会社
　エヌ・ティ・ティ・ドコモ

1,682 253

　東京瓦斯株式会社 475,000 191

　福山瓦斯株式会社 460,000 115

　大和重工株式会社 625,000 108

　株式会社Ｆ＆Ａ
　アクアホールディングス

140,000 91

　東洋証券株式会社 272,947 84

　株式会社三菱ＵＦＪ
　フィナンシャル・グループ

98,180 84

　株式会社広島ホームテレビ 40,000 80

　株式会社三井住友
　フィナンシャルグループ

120 78

　リンナイ株式会社 21,260 69

　株式会社山口フィナンシャルグループ 47,785 53

　株式会社ロイヤルホテル 176,000 50

　株式会社山口フィナンシャルグループ
　(優先株式)

50 50

　四国瓦斯株式会社 200,000 44

　住友信託銀行株式会社 60,948 41

　広島空港ビルディング株式会社 68,000 39

　株式会社テレビ新広島 20,000 35

　株式会社ふれあいチャンネル 545 33

　その他　40銘柄 486,906 304

計 10,044,835 4,962
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【引当金明細表】
　

科目
前期繰越高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

期末残高
(百万円)

摘要

貸倒引当金

　投資その他の資産 53 2 ― 2 54

　当期減少額(その他)は、
当期末における一般債権
の貸倒実績率による洗替
額である。

　流動資産 112 64 4 ― 171
 

　小計 166 66 4 2 225

ガスホルダー
修繕引当金

437 62 75 ― 424

保安対策引当金 121 ― 45 ― 75

退職給付引当金 3,944 165 821 3,288
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

前記附属明細表に記載してあるものについては、以下その説明を省略した。

　

①　流動資産

ａ　現金及び預金

　

内訳 金額(百万円)

現金 19

預金

　当座預金 2,847

　普通預金 9

　定期預金 44

計 2,901

合計 2,921

　

ｂ　受取手形

(ａ)相手先別内訳

　

相手先名 金額(百万円)

㈱サンテック 9

新菱冷熱工業㈱ 6

蒐英㈱ 6

三洋電機販売㈱ 4

三建設備工業㈱ 3

その他 9

計 41

　

(ｂ)期日別内訳

　

期日 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 計

金額(百万円) 4 6 28 1 41
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ｃ　売掛金

(ａ)相手先別内訳
　

相手先名 金額(百万円)

広島エルピーダメモリ㈱ 603

福山瓦斯㈱ 210

㈱ＤＮＰプレシジョンデバイス 158

マツダ㈱ 157

㈱横山工業所 79

その他 2,902

計 4,111

　

(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

科目
期首残高(Ａ)
(百万円)

発生高(Ｂ)
(百万円)

回収高(Ｃ)
(百万円)

貸倒償却
(百万円)

期末残高
(百万円)

(C)
×100

(A)＋(B)
(％)

ガス 2,762 51,178 50,576 38 3,326 93.8

受注工事 123 1,658 1,625 ― 156 91.2

器具 432 2,369 2,227 0 574 79.5

その他 61 853 861 0 53 94.1

計 3,380 56,060 55,290 38 4,111 93.0

　

ｄ　関係会社売掛金

(ａ)相手先別内訳
　

相手先名 金額(百万円)

広島ガス北部販売㈱ 75

広島ガス東部㈱ 68

広島ガス西部ショップ㈱ 65

広島ガス呉ショップ㈱ 33

㈱ガスショップ尾道 15

その他 13

計 273

　

(ｂ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
　

科目
期首残高(Ａ)
(百万円)

発生高(Ｂ)
(百万円)

回収高(Ｃ)
(百万円)

期末残高
(百万円)

(C)
×100

(A)＋(B)
(％)

関係会社売掛金 269 1,100 1,096 273 80.0
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ｅ　製品

　

品名 数量(千ｍ
3
) 金額(百万円)

ガス 534 33

計 534 33

　

ｆ　原料

　

品名 数量(ｔ) 金額(百万円)

原料ガス 66,220 5,643

計 66,220 5,643

　

ｇ　貯蔵品

　

品名 金額(百万円)

興業用品(注) 95

熱変調整部品 36

ガスメーター 23

その他 9

計 165

(注)　ポリエチレン管、鋳鉄管、鋼管等

　

ｈ　デリバティブ債権

　

内訳 金額(百万円)

原油価格に関するスワップ 6,923

為替予約 188

計 7,112
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②　固定負債

a　社債

　

銘柄 金額(百万円) 償還期限

第４回無担保社債 3,000 平成21年７月

第５回無担保社債 3,000 平成27年８月

第６回無担保社債 3,000 平成26年５月

第７回無担保社債 5,000 平成32年３月

計 14,000

　

b　長期借入金

　

借入先名
長期借入金
(百万円)

１年以内に期限
到来の固定負債
(百万円)

期末残高
(百万円)

使途

日本政策投資銀行 5,340 2,014 7,355設備資金

信金中央金庫 3,500 ― 3,500 〃

(株)広島銀行 3,000 50 3,050 〃

(株)もみじ銀行 2,100 ― 2,100 〃

明治安田生命保険(相) 1,412 63 1,476 〃

その他 4,293 204 4,498

計 19,647 2,332 21,979

　

③　流動負債

ａ　１年以内に期限到来の固定負債

　

科目 金額(百万円)

社債 5,000

長期借入金(注) 2,332

その他 5

計 7,337

(注)　長期借入金の内訳は、②固定負債 b 長期借入金に記載している。
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ｂ　買掛金

　

相手先名 金額(百万円)

原料

　エルエヌジージャパン㈱ 932

　Malaysia LNG Sdn. Bhd. 490

　水島エルエヌジー販売㈱ 153

　その他 291

計 1,868

貯蔵品

　大和燃料㈱ 97

　新和産業㈱ 82

　㈱藤井合金製作所 23

　その他 74

計 278

合計 2,146

　

ｃ　コマーシャル・ペーパー

　

返済期限 金額(百万円)

平成20年５月 2,000

平成20年６月 3,000

計 5,000

　

(3) 【その他】

該当する事項はない。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
１株券　５株券　10株券　50株券　100株券　500株券　1,000株券　10,000株券
上記のほか100株未満の株数を表示する株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所 大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　本店・支店
野村證券株式会社　　本店・支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 新株券の発行に係る印紙税相当額

株券喪失登録

　　株券喪失登録申請料 １件につき　10,500円 (消費税等を含む)

　　株券登録料 １枚につき　　 525円 (消費税等を含む)

単元未満株式の買取り・
売渡し

　　取扱場所 大阪市北区堂島浜一丁目１番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

　　株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

　　取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　　本店・支店
野村證券株式会社　　本店・支店

　　買取・売渡手数料 　以下の算式により１単元当たりの金額を算定し、これを買い取り又は売り渡した単元
未満株式の数で按分した金額とする。
(算式)　１株当たりの買取・売渡価格に１単元の株式数を乗じた合計金額のうち

100万円以下の金額につき 1.150％
100万円を超え500万円以下の金額につき 0.900％
(円未満の端数が生じた場合には切り捨てる。)
　ただし、１単元当たりの算定金額が2,500円に満たない場合には、2,500円とす
る。

(これに別途消費税等が加算される。)
　　売渡請求の受付停止
　　期間

当社基準日の12営業日前から基準日まで

公告掲載方法 日本経済新聞、広島市で発行される中国新聞

株主に対する特典 なし

(注)　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はない。

　

　

２ 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

　

(1)有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第153期)

自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日

平成19年６月27日
中国財務局長に提出。

　
(2)有価証券報告書の訂正報告書

(上記(1)の訂正報告書)
平成19年７月10日
中国財務局長に提出。

　
(3)訂正発行登録書(社債) 平成19年６月27日

平成19年７月10日
平成19年12月18日
中国財務局長に提出。

　
(4)訂正発行登録書(新株予約権) 平成19年６月27日

平成19年７月10日
平成19年12月18日
中国財務局長に提出。

　
(5)半期報告書 (第154期中) 自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日
平成19年12月18日
中国財務局長に提出。

　
(6)自己株券買付状況報告書 平成20年３月７日

平成20年４月11日
中国財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当する事項はない。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月26日

広島ガス株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　濱　　田　　芳　　弘　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　本　　敬　　久　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる広島ガス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すな

わち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結

附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、広島ガス株式会社及び連結子会社の平成19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　

追記情報

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当連結会計年度から貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準を適用しているため、当該会計基準により連結財務諸表を作成している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

(※)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月25日

広島ガス株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　濱　　田　　芳　　弘　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　小 松 原　　浩　　平　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　本　　敬　　久　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている広島ガス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年度の連結財務

諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算

書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行

われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、広島ガス株式会社及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連

結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているもの

と認める。

　

追記情報

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項に記載されているとおり、新規連結子会社を含む一部の

連結子会社の役員退職慰労金は、当連結会計年度より内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金とし

て計上する方法に変更している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

(※)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成19年６月26日

広島ガス株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　濱　　田　　芳　　弘　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　本　　敬　　久　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる広島ガス株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第153期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作

成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、広島ガス株式会社の平成19年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当事業年度から貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準を適用しているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

(※)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。
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独立監査人の監査報告書

　

平成20年６月25日

広島ガス株式会社

取締役会　御中

あ ず さ 監 査 法 人

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　濱　　田　　芳　　弘　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　小 松 原　　浩　　平　　㊞

　

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　本　　敬　　久　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている広島ガス株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第154期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、広島ガス株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

(※)　上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。
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